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平成２３年第２回大台町議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招集の年月日                

  平成２３年６月１３日（月） 

２．招 集 の 場 所                   

  大台町議会議場 

３．開     会 

  ６月１３日（月） 

４．応 招 議 員                

  １番    堀 江 洋 子 君      ２番    廣 田 幸 照 君 

    ３番    山 本 勝 征 君        ４番    小 林 保 男 君 

    ５番    大 西 慶 治 君       ６番    直 江 修 市 君 

  ７番  元 坂 正 人 君       ９番  村 田 佶 康 君 

 １０番    小 野 恵 司 君     １１番  前 田 正 勝 君 

１２番    中 西 康 雄 君       １３番    上 岡 國 彦 君  

  １４番    伊藤勇三郎君 

５．不 応 招 議 員                   

  な し 

６．出 席 議 員 数                   

  １３名 

７．欠 席 議 員                   

  な し
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８．地方自治法第 121条の規定により説明の為出席した者の職氏名 

  町 長  尾 上 武 義 君   副 町 長  余 谷 道 義 君 

  教 育 長  村 田 文 廣 君   総 務 課 長  上 瀬 勉 史 君 

   会 計 管 理 者  高 西 立 八 君   企 画 課 長  東  久 生 君 

  町民福祉課長  磯 田 諄 二 君   健康ほけん課長  大 滝 安 浩 君 

  税 務 課 長  立 井 靖 樹 君   教 育 課 長  野 呂 茂 生 君 

  生活環境課長  鈴 木 好 喜 君   産 業 課 長  野 呂 泰 道 君 

  建 設 課 長  高 松 淳 夫 君   報徳病院事務長  尾 上  薫 君 

  総 合 支 所 長  谷 口 俊 彦 君   大杉谷出張所長  寺 添 幸 男 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  西 山 幸 也 君   同 書 記  北 村 安 子 君 

１０．町長提出議案 

承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（大台町国民健康保険条例の一部を改正する条例） 

承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（大台町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２２年度大台町一般会計補正予算（第１６号）） 

承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号）） 

承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２３年度大台町一般会計補正予算（第１号）） 

 

報告第 １号 道の駅奥伊勢おおだい株式会社の経営状況について 

報告第 ２号 平成２２年度大台町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

報告第 ３号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計
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算書について 

議案第４３号 大台町過疎地域自立促進計画の一部変更について 

議案第４４号 大台町総合計画審議会条例の一部を改正する条例について 

議案第４５号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

議案第４６号 大台町税条例の一部を改正する条例について 

議案第４７号 平成２３年度大台町一般会計補正予算（第２号） 

議案第４８号 平成２３年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

１１．議員提出議案 

発議第 ３号 国民健康保険に対する国庫負担金引き上げを求める意見書

（案） 

１２．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（大台町国民健康保険条例の一部を改正する条例） 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（大台町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ６ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２２年度大台町一般会計補正予算（第１６号）） 

日程第 ７ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号）） 

日程第 ８ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２３年度大台町一般会計補正予算（第１号）） 
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日程第 ９ 報告第 １号 道の駅奥伊勢おおだい株式会社の経営状況につ

いて 

日程第１０ 報告第 ２号 平成２２年度大台町一般会計繰越明許費繰越計

算書について 

日程第１１ 報告第 ３号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書について 

日程第１２ 議案第４３号 大台町過疎地域自立促進計画の一部変更につい

て 

日程第１３ 議案第４４号 大台町総合計画審議会条例の一部を改正する条

例について 

日程第１４ 議案第４５号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第４６号 大台町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第４７号 平成２３年度大台町一般会計補正予算（第２

号） 

日程第１７ 議案第４８号 平成２３年度大台町簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

日程第１８ 発議第 ３号 国民健康保険に対する国庫負担金引き上げを求

める意見書（案） 

日程第１９ 一般質問 

       １番通告  山本 勝征 議員 

       ２番通告  伊藤勇三郎 議員 

       ３番通告  元坂 正人 議員 
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                      （午前９時００分開会） 

                         

    ◎開会の宣言 

 

○議長（大西慶治君） おはようございます。 

 定刻となりました。 

 ただいまから、平成２３年第２回大台町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎説明のための出席者 

 

○議長（大西慶治君） 地方自治法第１２１条の規定により、出席された方々

の職、氏名は、尾上町長、余谷副町長、村田教育長、高西会計管理者、上瀬総

務課長、立井税務課長、大滝健康ほけん課長、磯田町民福祉課長、東企画課長、

野呂教育課長、鈴木生活環境課長、野呂産業課長、高松建設課長、尾上病院事

務長、寺添大杉谷出張所長、谷口総合支所長、以上です。 

 

    ◎議事日程の報告 

○議長（大西慶治君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります議事日

程表のとおりです。日程については、去る６月６日に開催された議会運営委員

会で協議された会議の進め方について、事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（西山幸也君） おはようございます。 

それでは、平成２３年第２回定例会の進め方について、ご説明申し上げます。

お手元に配付の会期及び審議の日程表をご覧ください。 

 会期につきましては、本日１３日から１６日までの４日間とさせていただき

ます。 
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 次に審議の予定でございますが、本日この後、会議録署名議員の指名、会期

の決定、諸般の報告をしていただきます。 

 次に承認第１号から５号につきましては、提案説明から採決までをお願いい

たします。報告第１号から３号につきましては、説明と質疑でございます。議

案第４３号から４８号につきましては、提案説明のみでございます。発議第３

号につきましては、趣旨説明から採決までをお願いいたします。最後に一般質

問を行っていただきますが、今定例会には８名の方から一般質問の通告をいた

だいておりますので、本日は３名の方から一般質問を行っていただき、散会の

予定です。 

 ６月１４日は、本会議を再開し、５名の方から一般質問を行っていただきま

す。 

 ６月１５日は、議案等調査のため休会とさせていただきます。 

 ６月１６日は、本会議を再開し、初めに議会運営委員会、総務教育民生及び

産業建設の各常任委員会の閉会中の継続調査の議決をいただきます。 

 続きまして、議案第４３号から４８号につきましては、質疑から採決までを

お願いいたします。また追加議案が提出された場合は、その提案説明から採決

までお願いいたします。 

 以上で、閉会の予定でありますが、それぞれの日程において、議会の進行中、

会議が午後５時を過ぎると認められる場合は、事前に時間延長手続きを取りな

がら進めてまいりたいと思います。ご理解いただきますようよろしくお願いい

たします。以上でございます。 

 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（大西慶治君）  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって 

    ６番  直 江 修 市 議員 



 7

    ７番  元 坂 正 人 議員 

を指名します。 

 

 

    ◎会期の決定 

○議長（大西慶治君） 日程第２「会期の決定の件」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１６日までの４日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月１６日までの４日間に決定しました。 

 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（大西慶治君）  日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

 ４月４日、多気郡町村議会議長会が多気町役場で開催され、私が出席しまし

た。 

 ５月９日、三重県町村議会議長会の正副会長会及び理事会が津市で開催され、

私が出席しました。 

 ５月１６日、松阪飯多農業共済事務組合議会が多気町で開催され、前田産業

建設常任委員長と元坂議員が出席しました。 

 ５月３０日、南三重活性化協議会通常総会が松阪市で開催され、私が出席し

ました。また監査委員より２月分から４月分の例月出納検査結果報告が提出さ

れております。お手元にその写しを配付しましたので、ご覧ください。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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     ◎承認第１号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第４ 承認第１号「専決処分の承認を求めること

について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） それでは、承認第１号「大台町国民健康保

険条例の一部を改正する条例」の専決処分につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 定例会資料３をご覧ください。 

 健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布が行われ、出産育児一時金の

額の改正が本年４月１日から施行されることになりました。 

 これに伴いまして、大台町国民健康保険条例の一部改正が同日付けで必要と

なり、専決処分とさせていただいたものであります。 

 今回の主な改正につきましては、平成２１年１０月から平成２３年３月まで

の間の出産にかかる出産育児一時金を経過措置として、附則により３９万円と

しておりましたが、今回の改正により条例の本則で３９万円に改めるものでご

ざいます 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 
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○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから承認第１号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。承認第１号は原案のとおり承認すること

に賛成の方は起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、承認第１号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

     ◎承認第２号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第５ 承認第２号「専決処分の承認を求めること

について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（立井靖樹君） 承認第２号「大台町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例」の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令が、本年３月３０日に公布され、４月

１日に施行されました。 

 これに伴い、大台町国民健康保険税条例の一部改正が同日付けで必要となり、

専決処分とさせていただいたものであります。 

 今回の主な改正につきましては、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を５

０万円から５１万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１３万円から１

４万円に、介護給付金課税額の限度額を１０万円から１２万円に引き上げるも

のでございます。 

 また、国民健康保険税の減額につきましても、国民健康保険税の基礎課税額

の限度額を５０万円から５１万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１
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３万円から１４万円に、介護給付金課税額の限度額を１０万円から１２万円に

するものです。 

 以上、専決処分の報告とさせていただきますので、よろしくご承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「あります」と呼ぶ者あり） 

○議長（大西慶治君） まず、原案に反対の発言を許します。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） ただいま、議案の説明がございましたように、国民健

康保険税の減額措置も講じられておりますけれども、国保税の最高限度額の引

き上げ、後期高齢者の課税額の限度額の引き上げ、介護納付金の引き上げとい

うことで、天井を高くしておくということで、当然これ以外の世帯の方の保険

税の引き上げというのが想定されての措置、これも毎年毎年行われてきており

ます。そういうことで、大変長引く不況の中で、それぞれの被保険者の滞納が

増えておるというようなことは、ご案内のとおりでありまして、こういう形で

もって税を引き上げていっても、根本的には私は国保財政の危機打開にはつな

がっていかないと。むしろそれぞれの被保険者の暮らしむきを困難にしていく

ばかりであるというふうに思います。 

 よって、この専決処分につきましては、反対といたします。 

○議長（大西慶治君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

 ありませんか。ほかにありませんか。 
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          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで討論を終わります。 

 これから承認第２号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。承認第２号は原案のとおり承認すること

に賛成の方は起立願います。 

            （ 多 数 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立多数です。 

 したがって、承認第２号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

     ◎承認第３号の上程～採決 

○議長（大西慶治君） 日程第６ 承認第３号「専決処分の承認を求めること

について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） おはようございます。 

 承認第３号「平成２２年度大台町一般会計補正予算（第１６号）」の専決処

分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の専決処分につきましては、歳入の額の確定によるものが主で、

歳入歳出それぞれ３億２３４６万６０００円を追加し、総額７１億４６６１万

３０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。６ページから８ページにかけてで

ございます。第２款から第１０款につきまして、交付額の確定による増減でご

ざいます。特に８ページ、第９款・地方交付税につきましては、特別交付税を

３億８３万７０００円増額いたしました。これは合併移行分、がんばる地方応

援プログラム分などがなくなったことから、大きく減少すると見込んでおりま

したけれども、国の緊急総合経済対策に伴います第１号補正により、いわゆる
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特殊財政事情分が大きく伸びたところによるものでございます。これにより特

別交付税は４億８３万７０００円となり、普通交付税と合わせた地方交付税総

額では３６億２１６８万５０００円となりました。 

 また、グリーンプラザ使用料１０万５０００円、９ページの里帰り保育で私

立保育園にかかる国・県の負担金、それぞれ５０００円、２０００円、さらに

保育士の研修に関する補助金１２万５０００円、ＭＳＰなどの株式配当金８０

万３０００円を追加しております。本来３月補正予算の中で計上しておくべき

だったものでございまして、今後は適切な時期に計上できるように十分注意し

てまいりたいと存じます。 

 １５款・財産収入では、国道４２２号拡幅工事に伴う立木売払収入の額の確

定により、基金積立との関係から１万５０００円を増額いたしました。不動産

売払収入３３万４０００円の減額は、これも国道４２２号の拡幅工事の関係で

ございますけれども、登記事務が完了しないところによるところでございます。

またＪーＶＥＲによる売払いの増により４６０万１０００円を追加いたしまし

た。 

 １６款では、昴学園生徒会等からの一般寄付金１４万９０００円を増額いた

しました。 

 １１ページをお願いいたします。諸収入では、大杉谷自然学校運営補助金清

算返還金１２３万７０００円と、児童福祉負担金、過年度の保育料でございま

すけれども、１万１０００円を追加しております。 

 次に歳出につきまして、各款別にその主なものをご説明申し上げます。 

 １２ページをお願いします。第２款・総務費につきましては、郵送料の不足

による７１万５０００円の増額と、特別交付税の増に伴う財政調整基金積立金

２億４８２３万１０００円、福祉基金７０００万円など、総額３億２２８４万

８０００円を増額いたしました。なお、財政調整基金残高につきましては、平

成２２年度末で１９億３４０２万３０００円となる見込みでございます。 

 １３ページをお願いしたいと思います。 
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 ４款・衛生費の臨時栄養士賃金につきましては、大変申しわけありませんが、

３月補正ですべきところを見落としていたところによるものでございます。大

変申しわけなく思っておるところでございます。 

 ５款・農林水産業費では農地情報システムデータ更新業務委託料９４万１０

００円を減額させていただきました。これは農地情報システムバージョンアッ

プ業務委託料の中で、更新業務ができましたことから減額することといたしま

した。 

 以上、専決処分につきまして、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） １０ページ、財産収入でカーボンオフセッククレジッ

ト売払収入について、ただいま説明がございました。この売り払いにつきまし

ての契約年月日を伺いたいと思います。 

 １１ページ、雑入で大杉谷自然学校運営補助金清算返還金１２３万４０００

円の計上であります。この返還金につきましては、説明にありますように、運

営補助金ということです。補助金につきましては、地方自治法の２３２条の２

で公益上必要がある場合、補助金または補助ができるという規定に基づくもの

だというふうに思いますけども、その点での説明を受けたいと思います。 

 それと、当然返還金ということですので、町に戻されるということなんです

が、納付されるということなんですが、これは町の交付規則の例規集の７４８

の５条であるんですけども、補助金等の交付の条件ということで、５条の５に

補助事業等の完了により、当該補助事業等に相当の収益が生じると認められる

場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付

した補助金の全部または一部に相当する金額を、町に納付すべきことというふ

うにあるんですけども、この規定に基づいて返還がされるということなのか、
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その点につきまして伺いたいと思います。 

 で、自然学校につきましても、平成２１年度分という説明でございましたが、

当然４月１日から３月３１日まで会計年度で、精算うんぬんとか、出納閉鎖が

５月末ということになってきますと、３月３１日の専決処分というのはですね、

いかがなものかなというふうに思います。先ほど他の項目で総務課長は、本来

３月議会に最終補正と言われてますけども、そこで計上すべきものもあったと

いうような説明もされてましたけども、この返還金についてもそういう会計処

理が必要ではなかったのかというふうに思いますので、その点につきまして説

明を求めます。 

 １３ページ、今も説明ございましたように、臨時栄養士賃金ですね、これは

当然平成２２年度の分なんですけれども、何月何日に採用といいますかね、仕

事されたんか。これも本来、３月３１日の専決処分ということになりますと、

栄養士賃金につきましては、予算のないのにですね、雇用しておったというこ

となんですね。事前に予算計上して、手当てをしとくというのが、会計上の手

法なんで、専決ですでに雇用しおわった分を補正で上げる、しかも専決でする、

しかも３月３１日付けで処分するというようなことについて、疑義がございま

すので、今申しました何月何日にですね、就労しておったのかについて質問し

ます。 

 火葬場管理人につきましても、同じくですね、これも支出負担行為がなされ

ておったわけで、予算のないままの雇用というのはおかしいわけで、これも何

月何日にですね、就労された分なんか伺います。 

 それから同じように、１４ページ、これも公民館日直代行賃金につきまして

も、前述しましたような同じケースです、負担行為、予算のないままの支出負

担行為ということになりますので、これも何月何日に就労しておった分なのか

につきまして、お聞きをいたします。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） １０ページのカーボンオフセットクレジット販売
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につきまして、契約日についてでございます。まず今年度につきましては、９

機関と契約をいたしました。まず全日本大学駅伝のときに対しまして、契約が

平成２２年１０月２０日でございます。環境省との契約、これはＣＯＰＰ１０

の関係でございます。平成２２年１１月１５日に契約をしております。 

 次に、キャノンＭ株式会社等の契約でございます。平成２２年１２月２２日

に契約をしております。三交不動産との契約でございます。平成２２年１１月

１９日に契約をしております。 

 次に、環境省、同じくＣＯＰＰ１０の関係でございます。平成２３年１月７

日に契約をしております。 

 次に、百五銀行レッドフロンティアーズとの契約が、平成２３年１月２４日

に契約をしております。 

 次に、国立情報科学研究所、凸版印刷、日本ユニシス等の契約によって、平

成２３年１月３１日に契約をしております。 

 次に、日本興和との契約でございます。これにつきましては、環境にやさし

い保健商品ということで、カーボンオフセットを購入していただきました。こ

の契約が平成２３年２月３日に契約をしております。 

 次に、カーボンオフセットフォーラムにつきまして、これもＣＯＰＰ１０の

関係でございます。平成２３年３月２５日に契約しております。９機関との契

約でございます。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） 教育課長。 

○教育課長（野呂茂生君） １１ページの大杉谷自然学校運営補助金の清算金

の件でございます。本来この清算返還金といいますのは、平成２１年度の補助

金に対するものでございまして、大杉谷自然学校の平成２２年５月の総会でで

すね、収支の決算額が確定した時点で、６月あるいは９月の議会でですね、補

正計上すべきところでございますが、今回その手続きが遅れてしまいましてこ

のような専決をお願いするものとなってしまいました。今後このようなことが

ないように、十分注意し会計処理を行いますので、よろしくご審議の上、ご承
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認賜りますようにお願いしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） １３ページの４款・衛生費、臨時栄養士賃

金のところでございます。この件につきましては、栄養士４月１日から１年間、

ずっと毎年、日当による支出の支払いの仕方で、臨時として雇っております。 

 そして３月いっぱいまでの賃金計算をする際に、ちょっと計算の方法を勘違

いをしてしまいまして、国保のほうでも保健指導に携わる部分がありまして、

その部分も忘れていたというふうなところで、大変申しわけなく思っておりま

す。その精算が４月に行われたということで、３月議会には間に合いませんで

したので、専決処分ということになりました。 

 今後こういうことのないように、十分気をつけますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大西慶治君） 総合支所長。 

○総合支所長（谷口俊彦君） 大変申しわけないんですけど、火葬場管理人に

つきましては、ちょっと確認をさせていただきますので、議長、休憩をちょっ

といただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 暫時ですか、休憩ですか、時間的には。 

○総合支所長（谷口俊彦君） １０分ぐらい。 

○議長（大西慶治君） １０分ぐらい。 

 

 

○議長（大西慶治君） しばらく休憩いたします。 

 再開は９時４０分とします。 

                       （午前９時２８分休憩） 

                       （午前９時４０分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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○議長（大西慶治君） 総合支所長。 

○総合支所長（谷口俊彦君） 大変休憩前に失礼いたしました。 

 火葬場の管理人の件でございます。３月２１日からずっと後半にわたりまし

て、７件の火葬がございましたことによります増額分でございます。以上です。 

○議長（大西慶治君） 教育課長。 

○教育課長（野呂茂生君） 失礼します。 

 １４ページの公民館日直代行賃金でございますが、こちらのほう、荻原公民

館の土曜日、日曜日の公民館日直代行をお願いしている方への賃金でございま

す。公民館職員が平日に冠婚葬祭等の急用で休まれた時に、代行さんをお願い

しておりまして、その分が見込みといいますか、例年よりも多かったと言いま

すか、その分が６日ほど不足いたしました。この平日代行が多いとわかった時

点で補正すべきところだったんですけども、今回の専決処分をお願いすること

になったことに、誠に申しわけございません。今後、このようなことがないよ

うに、代行さんの日数が足らなくなるのが判明した時点で、十分注意し、予算

執行を行いますので、ご承認賜りますようにお願い申し上げます。 

 もう一点、先ほどの大杉谷自然学校運営補助金の件でございますが、２３２

条の２で、地方公共団体はその公共性が必要ある場合においては、寄付または

補助することができるということに対するお答えですが、この自然学校、創立

当時から大台町の委託を受けた仕事といいますか、自然体験、そういったプロ

グラムをたくさんやっております。また他の公共団体及び会社などからの自然

体験プログラムをたくさん引き受けておりまして、十分に公共性の高い、ある

いは公益性の高い団体と考えており、毎年こちらのほうに補助をしておるもの

でございます。 

 また、この返還金につきましては、大台町の補助金条例交付規則の第８条に

ございますように、特別な事情が生じた時には、補助金の交付の決定、全部も

しくは一部取り消しということで、特別な必要が生じた時、返還金の清算を行
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われた時には、こちらのほうに、町のほうに返還金としていただくということ

になっております。 

 本来５月の総会におきまして、先ほども申しましたが、額が確定した時点で

すべきところ、補助金の交付規則の１７条にもございますが、それがわかる、

判明した時点で、返還をしていただくのが筋でございますが、何分にも公共性

の高い仕事を受けておりまして、大台町の場合は速やかに交付金っていいます

か、補助金を支出して運営に支障がないように、速やかに向こうのほうの活動

ができるようにということでしておるんですけども、ほかの公共団体から受け

ておる分に関しましては、年度末、３月が終わりました時点では、帳面上は黒

字で動いておるんですけれども、実際のところは入ってくるのが４月末とか、

５月末とかいうことで、決算した時点では、決算書は黒字でございますが、通

帳のほうはちょっとまだ足らないということで、運営資金がございませんので、

その返還金がついつい遅くなるといいますか、町のほうへ返していただくのが

遅くなって、こちらのほうといたしましても、わかった時点で予算計上、補正

計上すべきところなんけれども、入った時点ということで、こちらいつも遅く

なっております。今後、判明時点でそれは処理したいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） １０ページのカーボンオフセットについて説明がござ

います。契約年月日についての答弁がありましたけれども、こういう契約例を

見ていきますと、私、前述しましたように、この３月３１日の専決処分という

のが、非常につじつまが合ってこない、もっと事前に専決処分でなしに、予算

審査が受けられるのではないかというふうに思います。 

 件数が９件あって、最終３月２５日はどうかなとは思いますけども、それ以

外はですね、２月３日というような、それ以前のもんがあるわけなんですから、

なぜこんだけ多数の件数の予算計上を、事前にしなかったのか、その点改めて
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伺いたいと思います。 

 あとお聞きしましたように、賃金等々につきましても、予算原則に基づいて

やっていくということが大事だと思いますので、その点についてやっぱり全体

的に法令遵守で臨むという姿勢について、改めて聞きたい。ちょいちょいこう

いう形の専決なり、予算措置が多いように思いますので、見解を伺いたい。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） このカーボンオフセットにつきましては、契約に

対して額が確定というところでございます。議員ご指摘のように、今回の場合

９件ということで、１２月までの補正につきましては、約４件分相当を予算計

上をさせていただきました。あと残り５件につきまして、先ほど言われたよう

に９件目のほうにつきましては、これは非常にその補正には間に合わないとい

うことで、あと残り４件につきましては、当然３月補正で対応できるところで

ございます。 

 今後こういった歳入におきましても、十分注意しながら予算計上をしていく

ようにしてまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（大西慶治君） 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 直江議員さんのご質問でございますけれども、予

算の原則、誠にそのとおりでございまして、当然この中には３月で補正をする

べきものと、しておくべきもの。そしてまた３月に補正をしておった、３月時

点ではされておったんですけども、いわゆる事情が生じて不足してきたものと、

いろいろ理由はございますけれども、いわゆる予算至上の原則がございます。

今後は、こういうことのないよう、十分注意してまいりたいと存じますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） 大変申しわけないことでございます。恐らくこの半分

ぐらいで、事は足りるんやないかなというふうに思っております。今、総務課
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長が申し上げましたように、基本は何なんやというところから、しっかりと各

所に対応しなければならないということでございます。７月１日に恒例の朝礼

があるわけでございますので、この時に窓口やら事務を、まずはほかの職員で

ほとんど出ますので、厳しくそこも一つ伝えながら、対応してまいりたいとい

うふうに思っているところでございます。大変申しわけないことでございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから承認第３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 承認第３号は原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、承認第３号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

     ◎承認第４号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第７ 承認第４号「専決処分の承認を求めること

について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 承認第４号 平成２２年度大台町簡易水道事
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業特別会計補正予算（第６号）の専決処分につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。日進川添地区統合簡易水道事業の繰越明許費

の額を１５０万円を増額し、４１７６万８０００円とするものでございます。 

 また、３ページ、歳出につきましては、２款・簡易水道費の新設改良費の委

託料１５０万円の増額、工事請負費１５０万円の減額でございます。 

 専決処分をさせていただいた理由につきましては、用地測量面積の増に伴い

ます測量委託料の増額を、工事請負費の精査により補正を行うものでございま

す。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ者あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ者あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから承認第４号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 承認第４号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、承認第４号は原案のとおり承認することに決定しました。 
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    ◎承認第５号の上程～採決  

 

○議長（大西慶治君） 日程第８ 承認第５号「専決処分の承認を求めること

について」を、議題とします。 

 本案はついて、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 承認第５号「平成２３年度大台町一般会計補正予

算（第１号）」の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の専決処分につきましては、歳入歳出それぞれ２１０万４０００

円を追加し、６４億９３１０万４０００円とするものでございます。 

 まず、歳出からご説明を申し上げます。６ページをお願いをいたします。 

 総務費では、保健師の災害派遣に伴います派遣旅費１０万円と燃料費５万円

を計上させていただきました。 

 消防費では、佐原西池の自然水利取水ポンプの故障により、１４７万４００

０円を、教育費では宮川中学校の電話主装置故障による電話システム購入費と

して４８万円の計上をいたしました。いずれも緊急を要するものでございます。 

 その財源といたしましては、承認第５号で減額をさせていただきました不動

産売払収入３７万１０００円と財政調整基金繰入金１７３万３０００円でござ

います。 

 以上、専決処分につきまして、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） ５ページの不動産売払収入ですけども、これは説明に

ありましたように国道４２２号の改良のために、町有地を県に売却したという

ことで、未登記部分につきましては、先ほどの平成２２年度の補正の１６号、
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１０ページですけども、一たん減額してですね、ここで平成２３年度予算で計

上ということなんですけども、平成２２年度の補正１６号での減額と、今議題

になっています補正で上がっております額との違いにつきまして、どういうこ

となんか、説明願いたい。 

○議長（大西慶治君） 建設課長。 

○建設課長（高松淳夫君） 不動産売払収入の額の違いということでございま

す。まずこの不動産の売払収入につきましては、国道４２２号の拡幅に伴う用

地の買収ということで、総額では１２３万７９４４円でございます。このうち

契約と同時に７割金が支払われるということで、平成２２年度は３月１０日に

８６万６０００円の収入しております。残り３割につきましては、登記完了後

支払われるということで、平成２２年度の段階では、登記がいつできるのかと

いうことで、そこが予測できなかったということで、一たん専決処分をさせて

いただいて、今度はその減額したことによって、平成２３年度の収入が入ると

ころがないということで、こちらもまた専決処分で歳入のほうをつくらせてい

ただきました。 

 実際には、４月１４日に登記が完了いたしまして、４月２６日に３７万１９

４４円を収入しております。そういったことから収入については、今回、３７

万１０００円ということで計上させていただきました。 

 当初の額については、歳入ということで、若干低めに計上しておりましたこ

とから、総額についてはそういったことでございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ者あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから承認第５号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 承認第５号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、承認第５号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

    ◎報告第１号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君） 日程第９ 報告第１号「道の駅奥伊勢おおだい株式会

社の経営状況について」を議題とします。 

 本案について、説明を求めます。 

 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 報告第１号 道の駅奥伊勢おおだい株式会社 

の経営状況につきまして、ご報告申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 営業報告書 

 １．営業の概況 

 （１）営業の経過及び成果 

 未だに経営情勢は低迷を続けており、政権交代後の政府の景気回復施策も

我々一般にはなかなか届いてこないように感じられます。また地方における道

路網の急激な変更や新設など、もっとも注意すべき人の流れが大きく変わりゆ

く中で、町内を始め近隣の施設とも連携を図り、入込客の増加を進めておりま

すが、何分景気の低迷には歯止めがきかない状況にあり、経営内容には厳しい

ものがあります。 

 さて今期売上高は３億２９０９万１０００円と、前期より１４１４万６００
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０円減、４．１％減の実績に止まりました。内容といたしましては、部署別売

上額、増減率について、委託販売では２億７０８６万９０００円、－１１４３

万９０００円、－４．１％、食堂工房では４３５２万５０００円、－２２６万

２０００円、－４．９％、屋台では９８０万９０００円、＋１２４万１０００

円、＋１４．５％でございます。 

 初夏からの悪天候により農産物が不足したことなども、売上減に大きく影響

していると思います。今後も地域施設や団体と連携をとり、地場産業の振興と

高齢者のいきがい対策のため、町とも協調しながら順次実施してまいりたいと

考えます。 

 （２）今後の課題 

 イ．仕入資材等の合理化、新メニューの考案、販売スペースの拡大。 

 ロ．販売品種の拡大によるお客様へのサービスの提供。 

 ハ．地域施設、団体と連携した人の流れをくい止める施策の考案。 

 ２ページをお願いいたします。 

 （３）営業成績及び財産状況の推移につきましては、平成２２年度のみご報

告いたします。営業利益－７６３万７０００円、当期利益１１１１万９０００

円、１株当利益４万２７６７．６３円。総資産５２２５万１０００円、次期繰

越利益金－６２５万８０００円、助成金２４８４万９０００円。 

 （４）受託業者登録状況では、当期売上の合計のみご報告をさせていただき

ます。登録数２４８人、売上金額２億６４３５万９０００円、委託料４３１８

万５０００円でございます。 

 （５）入込客数の推移では、平成２２年度のみご報告いたします。レジ通過

数２６万５３８９人、食券通過数７万７７７１人、通過計３４万３１６０人、

前年度比増減率－４．２％でございます。 

 ３ページ、４ページの説明につきましては、省略をさせていただきますので、

ご参照を願います。 

 ５ページをお願いいたします。貸借対照表では資産の部で、流動資産の計４
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６０４万３７１１円、固定資産の計６２０万７３３２円、資産の部の合計では

５２２５万１０４３円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ６ページ、負債の部で流動資産の計４５５０万９９２２円、負債の部の合計

では４５５０万９９２２円。純資産の部、株主資本の合計、６７４万１１２１

円、純資産の部の合計では６７４万１１２１円、負債、純資産の部の合計でご

ざいます。５２２５万１０４３円でございます。 

 損益計算書では、売上高の合計が３億２９０９万１９８７円、売上原価２億

４７００万７３１７円で差引８２０８万４６７０円の売上総利益となっており

ます。販売費及び一般管理費が８９７２万１６７７円で、売上総利益から販売

費及び一般管理費を差引しまして、－７６３万７００７円の営業損失となって

おります。営業外収益が２６６８万３１６３円、営業外費用として７５６万６

５７０円でございます。税引き前の当期純利益１１４７万９５８６円から法人

税、住民税及び事業税３６万円を差引して、当期純利益は１１１１万９５８６

円でございます。 

 次に８ページ、一般管理費及び一般管理費の計算内訳及び棚卸資産の計算内

訳の説明は省略させていただきます。 

 ９ページの株式資本等変動計算書につきまして、株主資本合計のみご報告を

させていただきます。前期末残高－４３７万８４６５円、当期変動額合計１１

１１万９５８６円、当期末残高６７４万１１２１円でございます。 

 １０ページの説明は省略をさせていただき、以上で報告を終わらせていただ

きます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） かねてからこの道の駅の経営状態につきましては関心

を持って、また皆さん方のご意見も、いろいろ聞きながらやっているところで
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ございますが、幾つか質問をいたしたいと思います。 

 １ページにですね、本年度、過年度のですね、当期の委託販売、食堂及び工

房、屋台の売上額と増減、その率が書かれておりますが、前年度の営業報告書

の中には経営分析をやると。どこでどのような形で、なぜ収入増あるいは減に

つながってきたかを明らかにしたいということでありましたが、これでは単に

その部署別の売上額増減率だけで、分析というものがないわけですので、分析

されたかどうかお聞かせいただきたい。 

 それから、同じ１ページ、今後の課題ということで、イ、ロ、ハと三つ課題

が上がっておりますが、例年このペーパーの上だけでの表記であるというふう

に見ておりましたけども、そのメインとなる農産物の生産に関するてこ入れの

記述があったわけですが、これがございません。現実に野菜等委託販売業者は

減少しております。また納入野菜等の減少も顕著であります。で、過日の町の

回覧の中に折り込みがありまして、道の駅から駅長名で納入業者の募集があり

ました。 

 本来この道の駅の目的とするところは、そういうふうな地場産業、特に農業

に関するてこ入れが大きな目的でありましたので、この記述がないということ

は、具体策がないのかと、こういうふうに考えますがいかがでしょうか。 

 それから、２ページですね。２ページに営業成績及び財産状況の推移で、助

成金が２４８４万９０００円ということであります。そしてまた７ページにも

雑収、補助金収入として同じ額が上がっております。この補助金は結局町から

の補助金だと思われますが、この内訳をお聞かせいただきたい。 

 それから、３ページであります。社員の状況で、従業員数で正社員が男子が

２名、女子が１４名、合わせて１６名と、社員がですね、２名減少したという

ふうに書いてございますが、この数字でいくと女子のほうだろうと思うんです

が、正社員２名は駅長ともう１名ということになるわけですね。この辺のです

ね、勤務の実態をちょっとお聞かせいただきたいというふうに思うんです。少

しかよからぬ噂も聞いておりますので、どれぐらいの時間拘束なのか、特に駅
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長、この正社員というのは第三セクターの職員ですので、決められた勤務時間

はあると思うんです。どれぐらい拘束時間があるのかなというところでありま

す。 

 それから、５ページの貸借対照表全般にわたってですけども、この貸借対照

表は非常に見づらいんですね。前年度のと比較しましたが、貸方と借方があっ

てですね、表になっていてという通常の株主総会の形になっておるわけですけ

ど、本年度からこういうふうな形で、比較対照ができなくなってしまったと、

前年の数字が入っておるわけですが、これは今のところ必要じゃないんじゃな

いかと思って、なぜこういうふうな貸借対照表の形になったのか、非常に見づ

らい、不親切であるというふうに思います。 

 それから、先ほどの正社員の部分での話の延長にもなりますが、この８ペー

ジに販売費及び一般管理費の計算内訳がございまして、役員報酬が５４４万円

になっております。この役員は町長が社長で、同じ代表権を持つのが商工会長、

それから取締役が宮川森林組合と、この町長は別として、商工会長と森林組合

長は報酬があると思います。もちろん専従であります取締役、駅長である方の

給料が大部分だと思われますが、この辺の内訳をお知らせ、お聞かせをいただ

きたいと思います。以上です。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） まず六点ほど質問をいただいたように思います。

まず一点目のことについてでございます。１ページにも上げさせていただいて

おります、それぞれ部署別の配分につきましての結果でございます。昨年度も

ポスレジを入れて、それぞれの各部署別に対しての経営診断をするためにとい

うことで、予算をお認めいただきまして、ポスレジを入れさせていただきまし

た。これが実施が７月ということで、昨年７月に実施をさせていただいて、そ

れぞれその部分的なところ、内容についてどうなのかということを、それぞれ

見させていただきました。７月からのことでございますが、地域の特産販売に

つきまして、それぞれの販売しておるところにつきましては、売上といたしま
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しては、１億２９００万円ほど売上をしております。それにかかる人件費でご

ざいますが、８４５万３０００円、大体１日４名ほどレジ等に張り付いてとい

うことで、売上と人件費等が一番かかってくるということで、そういう数字で

ございます。 

 食堂につきましては、この売上といたしまして２１７２万６０００円ほど売

り上げております。人件費といたしましては１３９４万８０００円と、この部

署にかかる日平均の人員といたしましては、７名ほど入っております。 

 屋台につきましては、５５０万円売上でございます。人件費といたしまして

はその内、３３８万１０００円ほどかかっております。屋台につきましては、

日２人ほど入っております。 

 加工場につきましては、売上といたしましては６６６万８０００円と、人件

費といたしましては、５４９万４０００円ほど、日３人ほど入って実施をして

おります。 

 それぞれの分析といたっても、この水道光熱費については、全体にかかって

きますことから、ちょっとこれにつきましては配分はしておりません。あくま

でも売上と人件費ということで対応させていただき、これが７月ですので、年

間通じてではないということでございますので、今後１年間通じてこういった

ところの経費的なことを、配分を考えていきたいと考えております。 

 それと、この対策についてでございますが、やはりこの１年間を通じてどこ

に経費が、負担かかっておるのかということについて、７月ですので、分析は

なかなか１年間分析できなかったということで、今後１年間通じてのこういっ

た各部署への経費的なものを、今後どうしていったらいいのかということ。こ

れについては今既に道の駅とも相談をしながら進めさせていただいております。

できるだけ経費の節約ができること、当然入込客数につきましては、大変こう

いう経済状況でございますので、大変少なくなっておるのが実情でございます。

まず情報発信をしながら、やはり経費の節減をしていくことについて、どうし

たらいいのかということを、やはり考えていかなければならないというところ
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でございます。 

 次に、この１ページに書いてある今後の課題の中で、農産物の関係が外れて

おるのではないかということでございます。これはもう当然道の駅につきまし

ては、一番売り物というのは、直接皆さんがつくっていただいたものを、農産

物直売施設ということでございます。これは主でやっていくということは、特

に外したというあれではないんです、当然これは一番のこの道の駅の要でござ

いますので、そういったことは当然実施いくということで、この営業報告の今

後の課題ということについては、そういったとこと販売については、特に戦略

的にどうしたらいいのかということを、少し上げさせていただいた。あくまで

も農産物についてはこの施設については主力でございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 次に、助成金２４８４万９０００円のこの補助の内訳についてでございます。

少しお待ちいただきたいと思います。すいません。経営安定補助金に１７３７

万８４６５円、レジスター及びポスシステムの更新補助金といたしまして、４

５０万円。食券自販機に２４６万７０００円、障がい者トイレドア交換という

ことで、５０万４０００円の補助をさせていただきました。 

 次に、社員の状況の実態について、ここに３ページに上がっております、男

子社員２名ということでございます。この勤務実態についてということでござ

います。これ１名は駅長さんでございます。もう１名は食堂を担当しておるも

のでございます。勤務待遇につきましては、当然通常９時から食堂の場合は、

ちょっと私も何時に出てきてということは、ちょっと詳しいことは申し上げに

くいんですけど、準備から最後の終わるまでということの対応と。駅長につい

てもほとんど職員が帰るまでということで、朝早くから夜遅くまでというふう

な勤務体系で実施をさせていただいております。 

 次に５ページの貸借対照表についてでございます。ちょっと私どもその貸借

対照表が見にくいということのご指摘についてでございます。これがこういっ

たものが、これまで第三セクター、大変吉川会計事務所のほうでやっていただ
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いておりますということで、一般的にこのような貸借対照表で上げさせていた

だいております。改善点等がありましたら、私どもも検討しながら皆さんわか

りやすくできることについては、ちょっと会計事務所とも今後検討させていた

だきたいと考えております。 

 最後になります。８ページの役員報酬についてでございます。ここに記載さ

せていただいておるのが、５４４万円でございます。これは駅長の分がすべて

でございます。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） １ページ目のですね、経営分析はされたのかというこ

とで、７月からの５カ月分ですか、６カ月ですか、報告をいただいたわけです

けども、この前年度のですね、前年度の営業報告書の中で、経営分析をいたし

ますというふうに書いてございました。これは２月末に取締役会がされますの

で、それに出された文書であろうと思われるんですね。 

 その時に、既に１月、２月経過しておるわけですけども、この経営分析は十

分年度初めからできるだろうと思うんです。それをやらなかったのは、なぜか

と。その７月実施というのは、多分６月３０日でもって、７月１日でもってポ

スシステムが稼働しはじめたというところからおるわけですけども、それでは

やはり十分な分析ではないと。前年度の経営報告書に、経営分析をいたします

と書きながらですね、そういうことが書かれてないというのは、これはやはり

約束したことを守っていないということになるんじゃないかと思います。 

 そしてまたペーパーで読み上げられましたけども、それにつきましても、こ

れはやはり資料として出すべきで、ずっと数字を聞いても全然わかりません。

検討も余地もないわけです。ですからペーパーを後からよろしいから、お出し

いただきたいと思います。 

 それから、この業者数の減少、実質的な減少や野菜の出荷の減少につきまし

ては、全然今後の課題に上げられていない、そしてまた対策も上げられてない、



 32

という指摘に対して、それは恒常的に努力をしていくんだというふうな返答じ

ゃなかったかと思うんですけども、実質的な対策がないわけですわね。されて

ないわけですよ。この辺をね、やはりきちっと今後の課題に反映しながらやっ

ていただきたいと思います。 

 後ですね、補助金は経営安定について、これは借金の返済で１６００万円か

１７００万円でしたね、そういうことでありますが、町からの助成金がないと

成り立っていかない。それをもってもなおかつ７００万円、８００万円の赤字

を出しておる、累積がかなりたまってきたんじゃないかなと思います。１５０

０万円ぐらいなるのかなと思いますけども、そういうことから考えますと、や

はりこれは根本的に考えていかないと、町の財政でもって、これを最後賄って

いかなければならんという形になって、非常に危機感を持っておるわけです。

その辺の危機感をやはり監督の部署である産業課もしっかり持っていただきた

いと思います。 

 それから、役員報酬５４４万円が、これは駅長への給与がすべてであるとい

うことで、商工会長や森林組合長への報酬は含まれてないというふうなご返答

をいただいたように思いますが、駅長の勤務状態も言われましたが、よからぬ

噂というのは、その辺でございまして、これは確認をした上でいきたいと思い

ますが、噂は確認しておきませんとですね、名誉にもかかわることであります

んで、慎重にいかなければいかんわけですけども、結局ですね、現駅長が就任

されて、そして前任でありました宮川物産の責任者お一人お願いしたところ、

見習期間にとてもじゃないけども、務まらんということで辞められた。昨年の

１２月でしたかな、宮川物産の責任者はどうなっているんだって言うたら、現

在頼んで一人働いてもらっているということでありますが、その辺のですね、

前任の責任者と現在の責任者との、何と言いますかね、責任のあり方、引き継

ぎのあり方がちょっと何か不透明な部分があるようなことを聞いておるんです。

で、町長が駅長を任命したわけですから、任命責任も出てくるんじゃないかな

と思いながら調べとるんですけども、余り愉快な事案ではございませんので、
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少し慎重に調べながらいくんですけども、その辺ですね、勤務実態、それから

給与、そういうものをきちっとしながら、道の駅をもり立てるような方向でや

っていただかんと、生産者の方も嫌気がさしてという話もありますのでね、そ

の辺、二、三不確定な部分もありますんですが、幾つか指摘させていただいた

ことをご返答いただくとありがたい。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） まずこのポスシステムを導入して、７月からこれ

まできた中での分析はどうなのかということのご質問でございます。細かくは

私も説明をちょっとしなかったんですけども、やはり特産品の販売につきまし

ても、このポスシステムを導入して、店頭等に残数がメール等で確認できると

いうことで、大変利用者にとってみたら、このシステムがいいというような、

結果的にはいいということもいただいております。これも一つの結果報告でご

ざいます。 

 それでまた食堂につきましては、やっぱりいろんなこの売上を見てですね、

やっぱり地域に合ったものを、もっと考えていかなければならないということ

て、職員一同の中で、こういう地域のものを使ったものをということを考えて

いかなければならないということを認識しております。メニューを新たにつく

っていくということです。 

 次に、屋台でございますが、大台バーガー等獣肉を使ったものをつくらせて

いただきました。そういったものをできるだけ、地域のものを、屋台でもつく

っていくということで、ちょっと獣肉ということで、値段的なものも非常に折

り合わん部分もあって、売上のほうについては、この結果、それほどというの

は多少は上がっておるんですけども、もう少し屋台についても考えていかなけ

ればならないと思っております。 

 加工場につきましては、お弁当の受注を受けたりですね、やりながら地域に

つながりを持たすような加工施設いうことを、今後もやっていきたいというこ

とでございますが、幾分か、この加工施設等と食堂等の問題が、やはり両方と
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に職員が張り付いてというようなことが、幾分かちょっと運用していく時に、

経費がもったいないやないかというようなことも、少し検討の中で出ておりま

す。これを今後どう対応していくのか。あくまでもちょっと事務所をはさんで、

階段をはさんで、加工場が入口にあって、奥に食堂の厨房があると、こういっ

たことがやはり経営の中に、一番人にお金がかかってくるということですので、

こういったことを少し中の道の駅の内部の中でも、職員の中でも検討してとい

うことで、やっぱりポスシステムを導入して、売上のことを考えて今後どうす

るのかということにつきましては、やはり考えていくということも、今進めさ

せていただいておるような状況でございます。 

 次に、出荷物の減少について、実質的な改革が必要ではないかということで

ございます。当然、その農産物の販売施設ということが、大きなこの施設の重

点でございます。野菜がなかったら、当然この施設については、言うたら一般

のスーパーみたいなわけではなしに、地域住民がつくっていただいたものを、

安く新鮮なものを出すということが、一番大事なところでございますので、こ

ういったところにつきましては、組織全体、一番の売り物ということでござい

ますので、もう一度こういったところも手を入れながら、高齢者になって、な

かなか農業から離れていく人が多いという中でございますから、できるだけ出

店を募れるような方向性を検討していきたいと考えております。 

 町からの助成金、２ページのところで、すいません。昨年度の予算において

も、累積赤字を１７００万円ほど見ていただいたというようなことで、経営安

定補助金として累積赤字ということで、平成１６年から平成２１年の部分でご

ざいます。このまま行ったら赤字で、町が補助していかなければやっていけん

やないかということでございます。今の経済情勢の中で、高速が無料化という

ことで、どんどん走ってしまう、４２号線自体が本当に車が少なくなった、バ

スが通らないという、これまでの道の駅の利用者というものが、大幅に変わっ

てきておるということで、こういったところで、やはり道の駅に訪れる方が、

できるだけどうしたら多く来ていただけるかというのは、観光協会を含めて情
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報発信をしながら、新たなメニュー等もつくりながら進めていかなければなら

ないと。ただ道の駅一つだけでは、なかなか太刀打ちできないということで、

大紀町を含めたルート４２という組織も一緒になって考え、また大台町の観光

協会等も含めて、いかにしてこの大台町に観光客を降ろすかということの観点

も考えながら、全体的に見ていかなければならないなと思います。 

 道の駅単体でなかなか商売できるということは、非常に難しいと思いますの

で、こういった各施設が連体を持ちながら、点を面に、点に線に変え、線を面

に変えるというふうな取り組みを進めながらやっていかなければならないと考

えておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） まず３ページに。株式の状況とございまして、株数の

変動等はありませんという説明でございます。先ほど担当課長も言われたよう

に、平成２２年度の補正の第２号、６月１４日に提出ですけども、この時に道

の駅、経営安定補助金ということで、３３３７万８０００円の計上がありまし

て、内訳としましては、百五銀行からの借入金の１６００万、これを返還する

のとですね、累積赤字の解消のためにということで、１７３７万８０００円と

いうことでございました。 

 で、１６００万円、百五銀行への１６００万円返済のための補助金は、課税

対象になるということで、これは９月の補正６号で出資金に変更されたわけな

んです。で、この６ページの短期借入金１６００万円、そのままになってます

し、株のほうも増えてないという内容なんですけれども、この点まず説明をし

ていただきたいと思います。 

 補助金２４８４万９０００円の中には、先ほど説明されましたように、補正

で説明ありました１７３７万８０００円は入っておるわけなんですね。その部

分は補助金として収入しとるんですけども、後の１６００万円ですね、どうし

たんかということで、お聞きをしたいと思います。 
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 それとですね、経常利益として１１４７万９０００円の報告です。当期純利

益等は、税引いて１１１１万９０００円ということなんで、これ黒字というこ

とですわね。私、先ほど自然学校の関係でお聞きしましたように、補助金は、

これは法に基づいて出されると。あと出した補助金についてですね、会計規則、

大台町補助金交付規則があって、私は５条の関係で、相当の収益があった場合

はですね、返還という納付すべきということ。あと８条それから１７条ですね、

補助金等の返還等々の規則があるんですけど、１１００万円も黒字になっとる

ということは、補助金は法に基づいて出しておる。経営の結果、利益が出てお

るということに対して、こういう規則というのがですね、運用されるんではな

いかなと。現に自然学校なんかそういうふうにしとるわけですわね。一たん運

営補助金を受けて、収支の結果、黒字になったということから返還しとるわけ

です。赤字やったらこれはもう返還する必要ないわけですからね。 

 そんな事例をですね、踏まえてこの経営報告書を見た場合に、やっぱり納付

というふうなことが、補助金等交付規則からいって求められてくるんではない

かというふうに思うんですけども、その点についての解釈をですね、説明をし

ていただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 二点ほどご質問をいただきました。 

 まず一点目の出資金についてでございます。出資金につきましては、昨年の

９月に１６００万円の組替補正をお認めいただきました。本来この１６００万

円というのは百五銀行に借り入れてきたものを、利息は大変だからということ

で、出資金に変えてということで、認めていただければ、当然直ぐに対応して

返して、利息でも軽減当然してかないかんよというのが本来であるわけなんで

すが、ここの段階でその増資の手続きがですな、ちょっと時間がかかってしま

ったということでございます。増資手続き、登記事務所に頼むわけなんですが、

その登記手続き自体が少し時間がかかってしまったということで、実際役場か

ら道の駅をこの支払いをさせていただいたのが、３月８日の支払いをさせてい
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ただいておるというようなところでございます。 

 本来であれば、その出資をして経営的に利息の負担がかかってくるから、そ

れできるだけなくそうやないかということで、説明をいただき認めていただい

たわけでございますか、ちょっとその出資手続きについて、増資手続きについ

て手間がかかってしまったことによって、遅れてしまったと。 

 それで、今回はこの決算、平成２２年１月１日から平成２２年１２月末とい

うことでございます。この１月から３月までというところで、今回その増資、

また決算報告をさせていただくわけですが、３カ月の決算をさせていただきま

す。以前から言われていた第三セクターの決算時期が４月で、これまでは９月

にしとったんやけど、ちょっとそこら辺がこの道の駅だけは１年間ということ

でございましたので、そこら辺を変えるために、この増資分については、１月

から３月の決算で入れさせていただくということで、今回の分については増資

は入っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 また次に、補助金のことでございます。当然その経営安定補助金をいただい

てやっておるにもかかわらず、こういうことの経営利益が出てきてということ

で、本来の補助金というあり方、どうなんかということでございます。私ども

会計事務所にも、ここら辺が補助金を出しておいて、その結果がこうやという

と、その都度その都度、決算を見ていかないと、町は補助するけども、この状

況ではちょっと具合悪いんと違うかということも、ちょっと会計事務所にも話

をさせていただきました。もう少し道の駅が未収金とか、いろいろ整理をこの

年度内に速やかにすれば、その補助金についても７割出して３割とかいうやり

方もできるわけなんですが、やはりその辺の決算の時点が、最終的に道の駅の

経理をすべて会計事務所に持っていってから経理ということでございますので、

そこら辺の経理のあり方自体によってですね、こういう補助金を出しておいて

黒字の結果になるというのはという話、私させていただいて、ちょっとこれに

ついてはやっぱり考えていくべきかなというところも少し検討していきたいと

考えております。 
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 そういったところで、本来のあるべきその決算のあり方ということになれば、

少しこの決算月、トータル決算で会計事務所がすることに対して、ちょっと時

間的なものが明確に数字的に上がってこないというような、ちょっとそこら辺

がちょっと今後考えていかないかんなというところでございます。以上でござ

います。 

○議長（大西慶治君） ほかに、直江議員。 

○６番（直江修市君） 考えていかないかん問題というふうに言われてますけ

ども、ずっと行政というのは続いてきて、こういう補助金等の交付規則があっ

て、当然適用しなければならない事案については、即やっぱり適用していくと

いうことが、法令遵守の姿勢やと思うんですね。この交付規則ですね、ケース

バイケースで運用するというような、弾力性もこれ持っとるんですか。現にこ

の経営報告書では出とるわけですわね、１０００万円からの黒字と。これ補助

金出しておるわけですやんか。出したけども、幸い黒字になったんで、戻して

もらうというのが、これ交付規則やないかと、交付規則に基づいて対処してい

くと、運営、行政進めていくというのが、検討うんぬんやなしに、平成２２年

の経営状況の報告の中でやってかんならん問題やと思うんですね。 

 そこのところがちょっと今の説明では、わかりませんので、どうなんですか。

この交付規則というのは、この規定外の運用もあるということなんですか。逆

に言えば、私が言うとることは、筋が通ってないのか、通っとるんか、という

とこなんだと思うんですけども、黒字になってとるんだから返してもらうとい

うのか、交付規則やないかということなんですね。そのようにされておらんの

はどういうことなんか。ただそれでいいのかどうかという問題なんで、その点

を解明してほしい。 

○議長（大西慶治君） 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 直江議員さんのご質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 この当初６月で補正をさせていただきました時には、いわゆる道の駅奥伊勢
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経営安定補助金ということで、いわゆる累積赤字を一掃するというようなこと

で、補助金を出しておったかと思います。そして今回、いわゆる直江議員おっ

しゃる第５条の補助事業等の完了により、当該補助事業等に相当の収益が生じ

ると認める場合については、全部または一部を町に納付すべきという文言でご

ざいますけども、いわゆる累積赤字の一掃について経営安定補助金を出してい

るところでございまして、今現在まだ６２５万８８７９円の累積債務がござい

ます。その点からいって、この補助金について返還を求めていないところでご

ざいます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで質疑を終わります。 

 

 

○議長（大西慶治君） 会議の途中ですが、しばらく休憩をします。 

 再開は１１時ちょうどとします。 

                     （午前１０時４８分休憩） 

                     （午前１１時００分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 

○議長（大西慶治君） 先ほどの報告第１号に対する、廣田議員に対する答弁

の訂正の申し出があります。産業課長の発言を許可します。 

 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 失礼いたします。 

 ３ページの社員の状況の中で、男子２名のところを、私、駅長と食堂、厨房

の中の社員ということを言わさせていただきましたが、駅長は役員でございま

すので、この正社員は厨房に入っておる男子２名ということでございますので、
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訂正をしていただきたいと思います。以上でございます。 

           （「議長」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） 特別に発言を求めてよろしいか。先ほどの答弁に関し

て。 

○議長（大西慶治君） 終結してしまっておりますので、次へ進めさせていた

だきます。 

 

     ◎報告第２号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１０  報告第２号「平成２２年度大台町一般会

計繰越明許費繰越計算書について」を議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 報告第２号「平成２２年度大台町一般会計繰越明

許費繰越計算書」につきまして、ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年度大台町一般会計補正予算第１４号及び１

５号によりご承認を賜りました繰越明許費の繰越額やその財源内訳等の確定の

報告でございます。それぞれの事業内容につきましては、繰越明許費の補正で

ご説明しておりますので、財源の面からその主なものをご説明申し上げたいと

思います。 

 まずきめ細かな臨時交付金事業でございます。１ページからご覧いただきた

いと思いますけども、事業名に括弧書きでお示しをしておりますけれども、科

目が多岐にわたりまして、宮川総合支所のきめ細かな修繕事業など５４件で１

億７２２０万３０００円を繰越し、交付金１億３３８４万７０００円を充当し

ております。 

 次に、住民生活に光をそそぐ交付金事業についても、事業名に括弧書きでお
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示しをしておりますが、真手地域総合センター改修事業など１１件で５４３６

万７０００円を繰越し、住民生活に光をそそぐ交付金３８５４万８０００円を

財源としております。 

 続きまして、それ以外の繰越事業でございます。１ページでございますけれ

ども、総務管理費でコミュニティ事業助成金１０００万円を財源としまして、

薪風呂建築事業１５００万円を、三重県グリーンニューデイール基金補助金１

５３２万６０００円を財源といたしまして、健康ふれあい会館省エネ改修事業

１６２３万２０００円を繰越をしております。 

 ２ページをお願いしたいと思います。一番下の商工振興費で工場適地造成工

事１３７５万円を繰越をいたしました。 

 道路橋梁費では、次のページでございますけども、楠ケ野線排水改良事業、

小牧線道路改良事業、熊内旧道線道路改良事業、本田小屋線道路改良事業、三

滝橋耐震補強事業も起債を主な財源といたしまして、それぞれ繰越をしており

ます。 

 河川改良費でも、三瀬川河川改良事業６４０万円を繰越いたしました。 

 最後に５ページでございます。林道茂原支線災害復旧事業、春日谷川右岸河

川災害復旧事業もそれぞれ８８８９万４０００円、１２１２万円を公共施設災

害復旧費国庫負担金７４５万３０００円、起債４６０万円を財源として繰越を

しております。 

 以上、国県支出金２億４４１万円、地方債２２３０万円、諸収入などのその

他財源１１７０万円と、繰越金１億６８８３万６０００円を財源といたしまし

て、総額４億７３１万６０００円、７６件の事業を繰越したことを報告いたし

ます。なお、歳入歳出予算書を添付しておりますので、参考にしていただけれ

ばと思います。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ者あり） 



 42

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

    ◎報告第３号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１１ 報告第３号「平成２２年度大台町簡易水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 報告第３号「平成２２年度大台町簡易水道事

業特別会計繰越明許費繰越計算書」につきまして、ご説明申し上げます。本件

につきましては、平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算第５号及

び第６号によりご承認を賜りました、繰越明許費の繰越額やその財源内訳等確

定のご報告でございます。 

 １ページをお願いいたします。県道大台ケ原線道路改良工事に伴う排水管布

設替工事及び日進川添地区統合簡易水道事業について、繰越明許額どおりそれ

ぞれ４５３万円、４１７６万８０００円を繰越したことを報告します。 

 その財源につきましては、国庫支出金１２８３万７０００円、起債２７００

万円でございます。なお、歳入歳出予算書を添付しておりますので、参考にし

ていただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

     ◎議案４３号の上程 
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○議長（大西慶治君） 日程第１２ 議案第４３号「大台町過疎地域自立促進

計画の一部変更について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（東 久生君） 議案第４３号 大台町過疎地域自立促進計画の一

部変更につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 大台町過疎地域自立促進計画につきましては、平成２２年９月に策定し、計

画に基づき各種事業を展開しているところでございますが、まちづくりの中で

変更が必要となった事業や、新たに必要となった事業が発生いたしましたこと

から、変更させていただくものでございます。 

 変更の内容につきましては、定例会資料１をご覧いただきたいと思います。

大台町過疎地域自立促進計画新旧対照表を見ていただきたいと思いますが、ま

ず１ページをお願いいたします。計画本文中、現行で７、教育の振興（２）そ

の他の対策、１．学校教育で、「ｉ給食施設の整備については学校統合も含め

て多方面から検討します。」の計画を、改正案のほう「ｉ給食未実施校につい

ては平成２６年度の給食実施を目指して、平成２４年度から施設整備を進めま

す。」に変更させていただくものでございます。 

 また事業費で２割を超える変更が出ましたので、計画本文中の事業計画書も

変更させていただくものでございまして、資料２ページから２３ページにおき

まして、各区分別に事業内容の変更、追加等を現行と改正案の対照表として整

理をさせていただきました。 

 そして資料の２４ページから４２ページまでは事業内容の変更、追加した事

業を加えた年度別計画を参考資料として添付をさせていただいております。な

お本計画の変更により追加した事業の実施にかかる費用の一部は財政支援のあ

ります過疎対策事業債の適用を受けることとなります。 

 今回、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定によりまして、議会
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の議決をお願いするものでございます。なお、従来は２割以上の計画変更につ

きましては、県との協議が必要でございましたが、新過疎法では議会議決後、

報告すれば足りることとなっております。ご審議の上、ご承認賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

     ◎議案第４４号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１３ 議案第４４号「大台町総合計画審議会条

例の一部を変更する条例について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（東 久生君） ちょっとお待ちください。 

 

 

○議長（大西慶治君） 暫時、休憩します。 

                     （午前１１時１２分休憩） 

                     （午前１１時１３分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

 

○議長（大西慶治君） 先ほどの私の読み上げました部分に、変更がございま

すので、日程第１３ 議案第４４号「大台町総合計画審議会条例を改正する条

例について」を議題とします。先ほど変更と言いましたが、改正する条例につ

いてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 企画課長。 

○企画課長（東 久生君） 議案第４４号 大台町総合計画審議会条例の一部
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を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 第１次大台町総合計画前期基本計画が、平成２３年度で終了いたしますこと

から、本年度は平成２４年度からの後期基本計画を策定すべく現在準備に取り

かかっているところでございますが、総合計画について調査、審議をお願いす

る大台町総合計画審議会の組織の改正をお願いするものでございます。 

 定例会資料２、１ページをご覧いただきたいと思います。 

 改正内容は、委員数を１５人以内から２０人以内に改正させていただく改正

と、専門的で高度な知見を有する学識者２人以内を特別委員として委嘱するこ

とができる規定の改正でございます。 

 それぞれの改正理由でございますが、従来からの委員には、各種団体等の代

表者の方々をお願いいたしておりましたが、女性委員や次代を担う若者等を幅

広く委員に委嘱いたしたく増員をお願いする一方、多様化する社会や高齢化、

過疎化が進む状況の中で、大台町のまちづくりの基本的な方向な明らかにする

計画でありますので、町民の皆様の中からの学識経験者や各種分野の代表者に

加えて、国内でご活躍いただいている地域づくり等を専門的に研究され、高度

な知見を有している学識者の方にも審議に加わっていただくため、特別委員を

新たに委嘱いたしたく、大台町総合計画審議会条例の一部を改正させていただ

くものでございます。 

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

     ◎議案第４５号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１４ 議案第４５号「大台町委員会の委員等の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 企画課長。 
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○企画課長（東 久生君） 議案第４５号 大台町委員会の委員等の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申

し上げます。 

 定例会資料２、２ページをご覧いただきたいと思います。この改正は先に上

程いたしました議案第４４号 大台町総合計画審議会条例の一部を改正する条

例に関連する改正でございます。議案第４４号で特別委員の設置をお願い申し

上げましたが、特別委員は専門的で高度な知見を有する学識者の方の委嘱でご

ざいますことから、特別委員の報酬を日額２万円以内で、町長が定める額とさ

せていただく改正でございます。 

 議案第４４号と合わせてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

     ◎議案第４６号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１５ 議案第４６号「大台町税条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（立井靖樹君） 議案第４６号 大台町税条例の一部を改正する条

例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方税法の一部を改正する法律が、本年４月２７日公布されたことに伴い、

大台町税条例の一部改正が必要となり、提案させていただいたものであります。

今回の主な改正につきましては、東日本大震災による特別措置にかかるもので、

住宅や家財等に生じた損失を、平成２２年分の雑損控除として控除できること。

居住することができなくなった場合においても、引き続き住宅借入金等特別税

額控除が受けられること。固定資産税の被災住宅用地を住宅用地として申告に

より特例適用するものでございます。 
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 なお、現在において当町にこの措置に該当される方はみえません。以上、説

明とさせていただきますので、よろしくご承認賜りますよう、よろしくお願い

します。 

 

    ◎議案第４７号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１６ 議案第４７号「平成２３年度大台町一般

会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 議案第４７号「平成２３年度大台町一般会計補正

予算（第２号）」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、人事異動に伴う増減が主で、歳入歳出それぞれ

２１８２万８０００円を減額し総額６４億７１２７万６０００円とするもので

ございます。 

 補正予算の主なものにつきまして、歳出を中心にご説明を申し上げます。職

員人件費につきましては、それぞれの目での説明は省略をさせていただき、こ

こでまとめてご説明を申し上げます。人件費総額で９４万８０００円を減額い

たしました。内訳につきましては、職員給料を１３万７０００円を増額し、職

員手当では扶養手当１０７万２０００円などを減額する一方、時間外勤務手当

２０万円を増額いたしました。共済費では社会保険料負担金など１５万８００

０円を増額しております。 

 それでは、款別に主なものをご説明申し上げます。９ページをお願いしたい

と思います。 

 ２款・企画費では、議案第４４号、４５号に関連しまして、報酬と旅費をそ

れぞれ２２万円、３０万９０００円増額しております。グリーンプラザ費では

会館を常駐して管理していないため、警備保障業務委託料２０万７０００円で
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ございます。 

 １３ページをお願いいたします。児童福祉総務費では宮川保育園の園舎で白

蟻の被害が発見されたため、その駆除と床材張り替えのため、工事請負費２０

０万円を計上しております。 

 １５ページをお願いいたします。健康づくり推進費では、平成２３年度策定

の高齢者福祉計画などに反映をさせるため、高齢者実態調査業務委託料５０万

円を追加いたしました。地域自殺対策緊急強化事業補助金を全額充当しており

ます。 

 １６ページをお願いいたします。簡易水道整備費では簡易水道特別会計にお

いて一般財源から起債の財源変更ができたことによりまして、繰出金４３０３

万６０００円の減額となりました。 

 １７ページ農業振興費では、戸別所得補償制度導入推進事業費補助金と環境

保全型農業直接支払等推進事業費交付金を財源といたしまして、賃金８２万６

０００円などを増額しております。また農地・水・保全管理支払事業負担金２

２万１０００円を追加いたしました。これは今年度から３年間施設の改良に限

定した農地・水・環境保全向上対策事業のいわゆるハード事業版で、国２分の

１、県４分の１、町４分の１を負担する事業でございます。 

 １８ページをお願いいたします。林業振興費では現在所有をしております高

性能林業機械であります、フォワーダとスイングヤーダーの交換用部品６２万

８０００円とＨ型集材を進めていくため、高性能林業機械に対し４分の１の補

助率で補助金を交付することといたしました。その費用９３４万８０００円を

追加しております。また治山費では神瀬地内治山修繕工事１３０万円の追加を

いたしております。 

 めくっていただきまして、２０ページ一番下の住宅費では、若者住宅売却準

備といたしまして、建物の表示登記、保存登記に７５万円、次のページで建物

２棟分の鑑定評価２５万円を計上いたしました。 

 ２２ページからの教育費といたしましては、理科教育充実支援事業委託金１
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００万円を財源といたしまして、宮川小学校、宮川中学校に臨時学習支援員賃

金７７万５０００円など合わせて１００万円を所要の科目に追加をしておりま

す。 

 ２３ページ中学校、学校管理費ではルール変更によりまして、大台中体育館

バスケットゴールコートラインの書き換え等で、修繕費７０万５０００円。協

和中学校体育館火災報知機改修工事などで中学校施設整備工事１０７万６００

０円を追加いたしました。 

 ２４ページでは、人権教育キャラバン事業委託金２５万円を財源といたしま

して、講師謝礼１８万円など２５万円を計上いたしております。なお財源の余

剰につきましては、財政調整基金繰入金を減額して対応をしております。 

 以上、雑駁ではございますが、提案理由とさせていただきます。ご審議の上、

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎議案第４８号の上程 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１７ 議案第４８号「平成２３年度大台町簡易

水道事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 議案第４８号「平成２３年度大台町簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）」につきまして、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 まず歳出につきまして、ご説明申し上げます。７ページをお願いします。 

 １款・総務費の一般管理費では、給与５万６０００円、職員手当２１万２０

００円の減額、共済費１３万４０００円の増額でございます。 

 ２款・簡易水道費、簡易水道維持費では水道メーターの取替数量を平準化す

るための経費といたしまして、工事請負費２４０万円、備品購入費１２０万円
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の増額、新設改良費では統合簡易水道事業にかかるもので委託料８３９万円の

増額で、主なものは用地購入にかかる土地鑑定４地点の費用に１２１万４００

０円、弥起井地内の薗井橋に水道管添架のために測量設計委託料に、６８４万

９０００円でございます。使用料及び賃貸料２万円の増額は、栃原地内建設予

定の配水池の工事用仮設道路の借り上げのものでございます。工事請負費７０

７万９０００円の減額は、補助金の内示によるものです。公有財産購入費２４

４万５０００円の減額は、工事用道路を仮設道路に変更したことによります。

負担金補助金及び交付金５８万６０００円の減額は、南勢水道工事費と負担金

の精査によるものでございます。補償補てん及び賠償金１０２万４０００円の

増額は仮設道路への変更に伴う立木補償の増額でございます。 

 次に、歳入につきまして６ページをお願いします。国庫支出金２１７万４０

００円の減額は、国庫補助金の内示額の減額によるものでございます。一般会

計繰入金４３０３万６０００円の減額は、起債充当の精査により町費４８００

万円を増額したことによるものでございます。 

 歳入歳出それぞれ２７０万９０００円を増額し、予算総額１２億７５１１万

４０００円とさせていただく補正予算でございます。よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

    ◎発議第３号の上程～採決 

  

○議長（大西慶治君） 日程第１８ 発議第３号「国民健康保険に対する国庫

負担金引き上げを求める意見書（案）」を議題とします。 

 本案について趣旨説明を求めます。 

 上岡國彦議員。 

○１３番（上岡國彦君） 国民健康保険に対する国庫負担金引き上げを求める

意見書、国民健康保険法第１条では、この法律は国民健康保険事業の健全な運

営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする
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と定め、国民皆保険制度を実現するものとして制度化された。現行の国民健康

保険法が発足した時代は、自営業者、農林漁業者が加入の中心を占めていたが、

産業構造の変化や高齢化に加え、最近では非正規雇用者の加入も増加している。

本来なら高齢者や所得なし層が増加する中で、国庫負担率を増やして国保の安

定運営を図ることに全力を挙げるべきだったにもかかわらず、むしろ国庫負担

を削減してきたことに、現在の国保をめぐる問題の根本原因がある。国保に対

する国庫負担率は、窓口負担を含めた国保医療費の４５％だったものが、１９

８４年に３８．５％に引き下げられ、その後、窓口負担を除く医療費の５０％

と言い方を変更した。 

 しかしこれは窓口負担を含めた国保医療費に換算すれば、３８．５％相当で

あり、都道府県負担を含めても公費負担は１９８４年対比で６．５％も引き下

げられている。さらに市町村国民健康保険の事務負担金の国庫補助が廃止され

た。その結果、市町村国保の総収入に占める国庫負担の割合は、現在では３割

に減っている。これらは市町村国民健康保険の保険料を増大させ、２００９年

度には市町村国保加入世帯の２割を超える４４５万世帯が保険料を滞納せざる

をえない状況になっている。２０１１年は国民皆保険制度発足５０周年にあた

る。国民皆保険制度を守るよう、政府においては国保に対する国庫負担率を引

き上げ、国保財政の安定化を図るよう、強く求めるものであります。 

 以上のように意見書を提出したいと思います。議員各位のご賛同をよろしく

お願いいたします。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 
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○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから発議第３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 発議第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（大西慶治君） 会議の途中ですが、しばらく休憩をいたします。 

 再開は１３時、午後１時とします。 

                     （午前１１時３０分休憩） 

                     （午後 １時００分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

○議長（大西慶治君） お配りの議事日程表について、訂正の申し出がありま

したので、すいません。議案第４８号「平成２３年度大台町簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）」について、訂正の申し出がありましたので、発言を

許可します。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 失礼します。 

 先ほどご説明させていただいた中で、２点ほど間違いがありましたので、ご

訂正をさせていただきたいと思います。歳入につきまして、起債充当の精査に

より「町費４８００万円」と発言をさせていただきましたけども、「町債４８

００万円」の間違いでございました。訂正させていただきたいと思います。 
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 それから、「歳入歳出それぞれ２７０万９０００円を増額し」というふうに

発言をさせていただきましたけども、正しくは「歳入歳出それぞれ２７９万円

を増額し」というふうなことでございます。一つよろしくお願いいたします。 

○議長（大西慶治君） 続いて、議事日程表について、訂正の申し出がありま

すので、発言を許可します。 

 事務局長。 

○議会事務局長（西山幸也君） 誠に申しわけございません。 

 本日開会時にお配りいたしました議事日程表に誤りがございます。訂正した

ものを机のほうに置かさせていただきました。訂正内容は、日程第１３ 議案

第４４号の大台町総合計画審議会条例の一部改正でございまして、これは審議

会条例の「変更する」という部分を「改正する」というものに訂正するもので

ございます。お詫びさせていただきまして、訂正をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

     ◎一般質問 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１８ 「一般質問」を行います。 

 通告の順に発言を許します。 

 ここでお断りを申し上げます。質問は通告のとおりとし、会議規則第５６条

の規定により、質問及び答弁を含め一人６０分とし、内容の変更、追加、関連 

質問は原則として認めないこととします。質問も答弁も要領よくお願いします。 
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         （３番  山 本 勝 征 議員） 

 

○議長（大西慶治君）  通告順１番 山本勝征議員の一般質問を行いますの

で、山本勝征議員は質問席へ移動してください。 

それでは、通告順１番 山本勝征議員の発言を許可します。 

 山本勝征議員。 

○３番（山本勝征君） それでは、議長の許可を得ましたので、第２回定例会

の一般質問を町長に一点のみしたいと、このように思います。どうぞよろしく

お願いします。 

 質問は森林林業再生に向けた改革、再生プランと言っておりますが、町の森

林、林業について、質問したいと思います。 

 今年は国際森林年と言われております。森林を次の世代に引き継ぐために、

森林を守り森林自然を有効に活用し、途上国の森林保全対策など人と森林の係

わり方について、認識を高め理解を深めることが目的のようでございます。国

内の森林、林業界の現状はと言いますと、依然として厳しく、展望が開け、明

るく元気が出てきたといったような状況ではありません。このような中でこれ

までの森林林業政策を見直して、持続的な林業経営を構築する必要があるとの

ことから、森林林業の再生プランが取りまとめられ、今後１０年間に木材の自

給率５０％を達成するとの目標を打ち出しました。 

 その中身は、一つには森林計画制度の見直しについて。 

 二つには、適切な森林施業実行の仕組みの整備。 

 三つには、低コスト作業システムの条件整備。 

 四つには、人材の育成。 

 五つには、国産材の木材利用拡大を軸に作成されているようです。このこと

によって森林・林業政策が大きく変わろうとしております。町も林業を基幹産

業と位置づけております。その影響と再生プランの内容から、次のことについ

て、町長にお伺いしたいとこのように思います。 
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 一つは、市町村の役割について。 

 二つ目は、森林所有者の役割と責務について。森林所有者にもかなりの責務

がついてくるようでございます。 

 三つ目には、森林経営計画、仮称とまだ言われておるようですが、制度につ

いて。 

 四つ目には、森林道の整備等について。 

 五つ目には、木材利用の拡大について。 

 六つ目には、人材の育成について。 

 七つ目には、森林組合や林業認定事業体等の今後について。 

 八つ目には、森林管理環境保全直接支払制度について。 

 九つ目には、再生プランが町の森林整備に及ぼす影響について。これらのこ

とについて、町長にお伺いしたいと、このように思います。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） それでは、森林・林業再生に向けた改革、いわゆる再

生プランと町の森林林業について、お答えをいたします。 

 森林法の一部を改正する法律が公布をされまして、平成２４年４月１日から

施行されることとなりますが、森林林業再生プランに掲げる１０年後の木材自

給率５０％を視野に入れたさまざまな改正がなされております。その内容は、

先ほど議員が述べられましたように、一つに森林計画制度の見直し、二つ目に

は適切な森林施業実行の仕組み整備、それから三つ目には低コスト作業システ

ムの条件整備、四つ目には人材の育成、五つ目に国産材の利用拡大の５項目を

軸として改正をされております。 

 それでは、一点目の市町の役割についてでございますが、森林林業再生プラ

ンに基づく改正点の一つに、市町村森林整備計画の見直しがございます。その

内容といたしましては、「町独自の新たなゾーニング」の導入や、町の森林を

今後どのように活用していくかといった、「地域全体の森林づくり構想」、そ

れから伐採、造林に関する「新たな基準」、そして効率的な作業路網の整備を
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推進するための路網整備計画などについて、地域の実情に応じた森林づくりの

マスタープランとなるよう計画を見直すこととされております。 

 この計画の見直しでは、計画の内容を図示することが義務づけられておりま

すことから、森林所有者等にとってよりわかりやすいものとなりまして、今後

の林業施策を進めていく上で、非常に重要なものとなっております。町では平

成２２年度から市町村森林整備計画見直しに向けて、「次世代に引き継ぐ森づ

くりモデル事業」として、「森林立地評価」、これも町独自でございますが、

この評価を進めているところであります。 

 従来の環境林、生産林といった二つの区分ではなく、森林の地形、地質、土

壌、水みちなどのさまざまな視点から林地を評価し、崩れにくい道の線形や、

適地適木の林地、利用間伐により収益の出る林地等それぞれの林地環境に適し

た施業などを森林所有者に提案し、森林資源の最適化を図り、基幹産業である

林業の活性化を図ってまいりたいと思います。 

 次に、二点目の森林所有者の役割と責務についてでございます。森林所有者

は森林の有する多面的機能の確保のため、森林の整備、保全が図られるよう努

めなければならないと、森林林業基本法に掲げられております。新たな森林経

営計画制度では、林業経営の効率化を図るため、約１００ヘクタールの大規模

集約化が必要であるとしております。そのことから、森林所有者は認定林業事

業体が計画する森林経営計画の集約化に積極的に協力していただく必要がござ

います。またみずからが管理できない森林は、認定林業事業体へ管理を委託し

ていただくなどして、森林の整備保全を図っていただきますように、ご協力を

お願いするものでございます。 

 次に、三点目でございますが、森林経営計画制度についてでございます。森

林法の改正によりまして、従来の森林施業計画が新たに森林経営計画、まだ現

在仮称でございますが、この計画に改正されました。改正前の森林施業計画制

度では小規模零細な森林所有者にも対応しており、森林所有者が個々に間伐を

行った場合や、点在する小規模面積の施業地でも補助の対象となる制度でござ
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いました。しかしながら、改正後の新しい森林経営計画制度は、森林所有者か

ら森林経営を委託された受託者、または意欲のある森林所有者が複数の森林所

有者を取りまとめ、約１００ヘクタール規模の集約化団地、これは宮川森林組

合が団地設定に積極的に取り組んでおりますけども、この団地を設定し、路網

整備と一体となった搬出間伐計画やあるいは森林の多面的機能を発揮させるた

め、人工林のみならず天然林も含めた森林の保護に関する事項を計画に入れる

など、森林を一つの面的なまとまりとして管理するための計画が必要となりま

す。 

 また施業については、年間５ヘクタール以上の施業地を計画し、１ヘクター

ル当たり10立米以上の木材搬出を行った場合が補助の対象になるため、搬出間

伐が主体となってまいります。個々の森林所有者がこの計画を立てるのは、非

常に困難であると考えられまして、森林所有者から認定林業事業体が委託され

計画を作成し、施業については共同で実施するなど、今までにない新しい計画

制度と補助制度への対応が必要になってくると考えております。 

 四点目の森林道の整備についてでございます。国産材自給率５０％の実現に

むけて作業システムを機能させていくためには、路網と高性能林業機械の合理

的な組み合わせによる生産性の高い作業システムの構築が重要であります。こ

れまで森林施業に使用される道は、林道と作業道がございました。それ以外に

林業機械が走行し、繰り返しの使用を想定しない作業路がございました。再生

プランでは路網とは森林の多面的機能を発揮し、持続的な森林経営を可能にす

るために長期にわたって使用していくべきであるとされまして、新たに林業用

の機械が走行する道を森林作業道とし、従来の林道と森林施業専用車両の走行

を想定した林業専用道に区分し、長期にわたって繰り返し使用できる道づくり

についての指針が制定されました。 

 大台町の森林は、急峻な地形が多く路網の開設が困難な地域も多数ございま

すが、森林立地評価に基づく地形、地質、水みち等を十分に考慮した路網計画

により、将来にわたって持続的に活用できる路網整備を進めてまいりたいと考
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えております。 

 次に、５点目の木材利用の拡大でございます。再生プランの木材利用の拡大

の目的といたしまして、地球温暖化への貢献や、コンクリート社会から木の社

会への転換を図ることといたしております。公共建築物等木材利用促進法の施

行によりまして、低層の公共建築物は原則として木造化を図り、また高層、低

層に関わらず内装等の木質化の促進や、公共建築物に暖房器具やボイラーを設

置する場合、木質バイオマスの燃料の導入に努めるなど、１０年後の木材自給

率５０％以上を目指しております。 

 当町といたしましては、基幹産業が林業という位置づけの中で、宮川小学校、

宮川保育園、福祉センター等、旧宮川村の公共施設を始め、三瀬谷小学校の体

育館、三瀬谷保育園、日進公民館等、公共施設については以前から地域材を利

用して建設を推進いたしております。また木質バイオマスにつきましては、間

伐材のカスケード利用、これは全幹利用ということでございますが、カスケー

ド利用や製材工場の端材を利用したチップ、合板、ペレット、火力発電所の混

焼燃料等への利用拡大を見込んでおります。 

 次に、６点目の人材育成についてでございますが、再生プランでは森林管理

や計画に関する指導的な立場を担うフォレスター制度が創設されることとされ

ており、現行では県の林業普及指導員がその立場にありますが、今後は国県等

の行政職員、民間人を問わず必要な人材をフォレスターとして認定する制度が、

平成２５年度開始を目途に進められております。 

 また今後森林経営計画を立てて、森林所有者に施業提案を行う重要な役割は、

森林施業プランナーとなりますが、森林組合では平成２１年度からプランナー

研修に参加をしておりまして、今年度からはフォレストファイターズからも参

加をする予定でございます。 

 また町といたしましても、２２年度から実施しております「次世代に引き継

ぐ森林づくりモデル事業」の中で、宮川森林組合を主体に認定林業事業体を含

めて、森林立地評価技術研修を実施しており、将来に向けた森林施業プランナ
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ーの育成に努めているところであります。 

 次に、７点目の森林組合や認定林業事業体の今後についてでございますが、

再生プランにございますように、意欲のある事業体に直接支援が行われるため、

各事業体とも１００ヘクタール規模の集約化を行い、森林経営計画を立て、路

網整備と一体的に搬出間伐を行う必要がございます。大台町には六つの認定林

業事業体がありますが、ここ数年、切り捨て間伐事業を主に活動してきたため、

機械化も遅れており、個々の認定林業事業体が森林経営計画を立て、高性能林

業機械を使った低コスト間伐を行うのは容易ではないと考えられます。 

 昨年度から実施しております「次世代に引き継ぐ森林づくり事業」により、

下真手地区に設定をいたしました約６４ヘクタールの団地は、作業路を開設し、

今年度２０ヘクタールの搬出間伐を実施する予定です。この団地は事業体が共

同で計画を立て、施業においても共同で実施をいたします。このように共同化

することにより、お互いの足りない部分も補い、各事業体に安定した事業量の

確保を行い、経営の安定化や雇用の促進につながればと考えているところであ

ります。 

 次に、８点目の森林管理・環境保全直接支払制度についてでございます。従

来の補助制度は国補造林事業が主となっておりました。この制度は計画的に行

われない個々の森林所有者に対しても広く支援をされておりまして、集約され

ていない点在した切り捨て間伐についても補助を受けることができましたが、

２３年度から新たに森林管理・環境保全直接支払制度に改正され、補助の対象

は森林経営計画を作成した意欲と実行力のある者に対し直接支援されます。こ

の制度は間伐については年間５ヘクタール以上集約化をし、１ヘクタール当た

り１０立米以上の搬出間伐のみを支援対象としておりまして、計画が作成され

ていない場合は、支援の対象外となります。 

 また補助単価は搬出した木材搬出量によって増減をいたします。植栽、下刈

り、２５年生以下の除伐については、５ヘクタール以上といった制限はござい

ません。国補事業による切り捨て間伐の支援がなくなりますが、２３年度は県
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単事業で実施できる予定と聞いております。個人で造林補助を受け、施業を実

施されていた方については、森林経営計画を立て年間５ヘクタール以上の搬出

間伐を行うのは困難と考えられることから、認定林業事業体と共同で計画を立

て施業を実施していただくことになると考えております。 

 ９点目の再生プランが町の森林整備に及ぼす影響についてでございます。直

接支払制度が実施され、搬出間伐が支援の対象となりますが、部分的に搬出が

困難な森林も当然ながら出てまいります。森林所有者にやる気と意欲があって

も、所有面積が小規模、零細な林家が大半を占める大台町では、５ヘクタール

以上の搬出間伐と路網整備が一体となった森林経営計画が立てられず、支援が

受けられないケースも考えられます。そういった支援の対象から外れた森林の

整備をどのようにしていくかといったことが、今後の森林整備の課題になって

こようかと考えおります。 

 このような森林を含め、森林立地評価に基づき、本来その森林が持つ機能、

役割を的確に判断し、木材生産のみならず環境的な機能、治山的な機能などを

十分に検討し、町独自のゾーニングへ反映させ、適切な森林管理手法を確立し、

新たな大台町森林整備計画へ盛り込んでいきたいと考えております。補助制度

の変更による間伐ができないといった理由で、森林が放置されないよう、森林

経営計画を立てる認定林業事業体にご協力をいただき、町としても必要な部分

には支援を行っていければと考えておりますし、国県に対しましても意見を上

げていかねばと考えておりますので、ご理解をお願いしまして答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（大西慶治君） 山本勝征議員。 

○３番（山本勝征君） それでは、町長に再質問をさせていただきます。 

 私、平成１９年３月議会で森林についての質問をさせていただいております。

ちょうど４年近くたつんですが、その時は町内の山林管理についてということ

でいたしました。環境林と生産林の整備状況について、町有林の現状について、

生産林の切り捨て対策について、ここでは木質バイオやエタノールを研究課題
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にしてはどうかというようなことを申し上げました。 

 それから、もう一つ総合計画の中における森林林業に関する対策についても

質問いたしました。林道、作業道の林業生産基盤の推進とあるが、今後どのよ

うにしていくのかとか、広域的な木材流通や需要の拡大について、行政として

の関わり方について、質問させていただきました。 

 それからもう一つ、林業の価値意識の高揚の図り方について、こういうよう

なこと質問させていただいたんですけども、その後、４年近くたつんですけど

も、今日までですね、森林整備これある程度、ある程度まで進んだんじゃない

かと、このように考えております。 

 それから大台町ではＪーＶＥＲというような新しい取り組みをしていただき

ましたので、全国的にも非常に注目されたところでございます。ところが、そ

れと自給率も当時２２％ぐらいやったんですが、現在２７．少しになっている

ようです。外国産材の減少であるとか、もろもろの要素があるようですけど、

２７．何％ということを資料の中で見ました。そういうようなことですが、現

状は非常に依然として厳しいということで、そして現在のような補助金の出し

方では、非常に無駄もあるし、林業界にあまえもあるだろうということで、再

生プランなるものが出てきたと。また国も県も町も金がなくなってきたという

ようなこともあるんじゃないかと思うんですけども、そういうようなことで再

生プランが出てきたんじゃないかというふうに考えております。 

 で、最近再生ということがよく出てくるんですけども、里山の再生であると

か、森林林業の再生なんですけれども、再生ということわかったようでわかり

ませんので、一回どんなことなんか再生を調べてみました。そうしたら再び生

かすこと、再び生きることとありました。つまり死んでいるとされる状態、仮

死状態がそうでございます。状態、生きているとされる状態に戻ることを言う

と、語源的にはそういうようなことを言うそうでございます。 

 考えてみると、林業も仮死状態なんかなという思いをしながら、質問をさせ

てもろたようなことでございます。残念でありますけども、まだまだ鬱蒼とし
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た森林も多いですし、林業界の木材価格が依然として低迷したままであるとい

うような状況で、これを生きた状態に戻すということですけども、果してプラ

ンでそれが戻るんかなと、絵に書いた餅にならへんのかなというような考えを

いたしております。 

 たしかに今までのようなさっき答弁でもありましたように、施業したとこへ

向いて小規模でも補助金が出ると。施業区域になっておればですね、森林組合

に申出をすれば補助金をいただいていたと。山林家はそういうような形でおっ

たんですが、財政もさっき言いましたように、ギリギリの状況に来てこういう

ようなことをやらなければならないというふうになったと、町長の答弁でも出

ましたように、１０年後５０％の自給率を見込むというようなことで、それに

は低コスト化ということを非常に言っているようですし、それから集約化とい

うようなことも出しているようでございます。そして、そういうような中で自

立せえというようなことのようなんですけども、果してうまくいくんだろうか

という、携わっているものについては、関わっているものについては、そうい

うような思いが強くあります。 

 そこで、今の１点目の市町村の役割についてですが、今、町長の答弁でもあ

りましたように、市町村の町内にある山の森林のですね、ゾーニングの仕方、

それから活用の仕方とか、伐採の仕方や路網とかですね、それから地域の実情

を図示するとか、いろいろな市町村でも今までもあったんですが、余計そうい

うようなことで責務が重くのしかかってきているんではないかと、こういうふ

うに思います。 

 そこでですね、それにプランを読んでみますと、例えば無届け伐採があった

時の造林命令なんかも市町村に関わってくるようですし、それから間伐すべき

森林の明示も出てくるようですし、それから例えば路網をつける時に、所有者

で不在であると、そうするとその所有者が納得しないというような場合には、

他人の土地をですね、その使用権をきちっと市町村でしてかんならんと、そう

いうようなことも出てくるようですが、私は森林組合であるとか、それから認
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定事業体のですね、森林プランナーであるとか、もう一つなんでしたかな、そ

ういうような人材育成も必要ですけども、町の職員そのものもですね、そうい

うような専門的な知識や技術はともかく知識を持った専門的な人が必要になっ

てくるんじゃないかと、研修が必要になってくるんじゃないかと思うんです。 

 そして、今３人でやっているようですけど、支所のほうで、これだけでこれ

から２４年から始まる再生プランへの対応が、３人ではできないんじゃないか

というふうに考えているわけなんです。その辺のとこは、町長はどういうふう

に考えてみえるのかですね、研修とこれらの対応の増員というのが必要なんじ

ゃかいと、こういうようなことを思いますので、そのようなとこ町長の考えを

お聞きしたいと思います。 

 それから、三つ目の経営計画については、さっき言われましたように、１ヘ

クタールに１０立米出さなければならないわけですね、路網つけて。だから５

ヘクタールを基本にすると５０立米出さなければならないと、当然そうすると

口のほうで出して奥のほうで切り捨てをするというような形になるんですけど

も、その５ヘクタールをまとめる、あるいは１００ヘクタールをまとめるとい

うのは、また非常に問題があるんじゃないかと、苦しいんじゃないかというふ

うに思うんです。 

 ちなみに資料をちょっと調べたんですけども、日本の国内の森林所有者と面

積を見てみますとですね、１ヘクタール未満が、１ヘクタールから５ヘクター

ルまでの所有者は７５．２％国内で持っておるわけなんです、それだけの人が。

それから三重県でいきますと、１ヘクタール未満、５ヘクタールまでが９１．

５％なんです。大台町を見ますと１ヘクタール未満は４５．９％、５ヘクター

ルまでの、１ヘクタールから５ヘクタールまでが３５．６で、５ヘクタールま

では８１．５％なんです。この大台町だけをみますと持っとる人が３２６７、

戸と言うのか、人と言うのか、ですが、そのうち１ヘクタールから５ヘクター

ルまでは２６６９人で持っておるわけなんです。 

 それをですね、施業する場合には、そうやってしてかんならん。まとめてか
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んならん。だから１ヘクタール未満が１５０１人おるんですけれども、５反と

か３反とかいっぱいあるわけですね。それを５ヘクタールにまとめるのは、こ

れは果してできるかいな、それだけ意識を持って浸透させられるんか。事業体

そのものも拾てけるんかという疑問があります。そこのとこをですね、最後の

ところで町も予算的な措置をして十分できないところは応援する、県もという

ような話ですけども、果して財政が逼迫してくる中で、そういうようなことが

できるかという気持ちがあります。そのことについて質問、どういうふうにお

考えか質問したいと思います。 

 それから、林道の整備について、四つ目ですけども、森林作業道ですね、路

網なるものなんですけども、そうすると林道作業専用道は、これは管理はどう

なるんか。どこがするんかですね、林道は今までどおり大台町ですけど、作業

道はどうか。それから森林、新たに付けるですね、また今もたくさん付けてい

るんですけども、森林組合や担当に聞きますと、何キロと、予算でも出てます

ので付いとるんですけども、そこの管理はどうなるんか。これについてお聞き

したいとこのように思います。 

 それから、木材利用の拡大については、ともかくとして、その次に人材の育

成ということで、さっきも市町村のことで触れたんですけども、森林組合であ

るとか、それから認定事業体ですね、この方たちの資格を含めて人材育成して

かんならん。あるいはこれも入ってくるんだと思うんですけども、高性能機械

ですか、これの運転なんかもこれから入ってくるんじゃないかと思うんですけ

ども、そういうような研修とかですね、何はどうするんかですね、県でやって

くれるんかどうか、その辺のとこをですね、どのような形になってくるんか、

町長の見解を伺いたいとこのように思います。 

 それから、もう一つですね、森林組合や林業認定事業体の今後についてとい

うことですけども、森林組合もファイターズ等もですね、２４年来年、今年か

らそうかもわかりませんけども、結構関わり方が変わってくると思うんですよ。

今までと違いまして、今までは先ほども言いましたように間伐、どっか間伐し
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とらへんかというようなことが、探しながら間伐しとったら測量して、それで

県あるいは国への申請をしてですね、それで補助金をもらってとか、あるいは

環境林、保安林というようなことでやってきたわけなんですけども、それもで

すね、保安林、環境創造林は今までどおりなんか、違うんか、その辺のとこど

うなんか、ちょっとお聞きしたいということと、特に私はですね、だんだん国

の予算は減ってくると、森林に関してですよ。森林、林業に関しての林野予算

は減ってくるんじゃないかと、そうすると森林組合、林業認定事業体はこれか

らはどうしていくんか、新しいものに対応していかないかんのだとは思うんで

すけども、１０年後ですね、このプランの考え方は１０年後には、路網もちゃ

んとできて、そして木は１２齢級、１２齢級というと６０年生なんですよ、ほ

とんど６０年生になると、６０年生になった木はもう全部それを出して、そし

て生産林として利用していくと、そういうようなことも考えなさいということ

だと思うんですよ。 

 ところが、その宮森にしてもファイターズにしても、環境林のその間伐はだ

んだんこれから１０年したら減ってきてするところが無くなってくると、そう

するとそういうようなもんで生きてかんならんと、果してファイターズや森林

組合は１０年後、そんなことで生きられるかどうか。木材価格が上がれば別で

すよ。今のまま８０００円とか１万円とかいうような、立米当たりの形であれ

ばですね、なかなかそうはいかんのじゃないかと。６０年生でも１立米１万円

かそこそこですよ。そんなんで、材だけだして生きられるかどうかという心配

をしているわけです。私の危惧に終わればこの考えていることが危惧に終われ

ばよろしいですけども、実際それに突入したら、国は１０年したら補助を出さ

ん、予算を全然じゃないですけども、本当に予算を少なくしていくような状況

らしいですから、そうしたら経営が成り立つんかどうか、その辺のとこはです

ね、今から町としてどういうふうに支援、応援をしていくんか、そういうよう

なことをお聞きしたいと、このように思います。 

 それから、９番目の森林整備についてですが、これは今、町長のほうからも
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非常に心強いご答弁いただきましたので、環境林、町独自で盛り込むようなこ

とも、それから必要な部分があれば十分考えていくというようなことも言って

いただきましたんですね、十分そのことを考えながら森林整備をしていってい

ただきたいと、このように思います。 

 今のことについてたくさんあったかわかりませんけども、ご答弁をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） ありがとうございます。 

 ６点ほどにわたって再質問、頂戴をしたわけなんですが、まず現実に所有者

が不在なりあるいは無届け伐採なりした場合の対応なり、そういったことかと

おもいますが、町職員も当然専門的な知識を付けていかねばならんというよう

なことで、結構、今勉強もしながらですね、３名の職員で対応しておるところ

でございます。そこら辺は必要に応じて考えていくことも当然そうなんですが、

３名で本当にええのかどうかというふうなことも合わせてですね、今後の再生

プランの動向をしっかりと見極めながら対応していかねばならない部分もある

んではないかなというふうに思っております。 

 それから、５ヘクタールを１０立米ということで設定をされております。い

うことでおっしゃられるように、口で搬出をやる、奥地ではなかなか切り捨て

というふうな状態になってこようかと思いますが、そういったような理解を当

然所有者の方にも受けてもらわんならんというようなことでもございますので、

これも非常に厳しいことではあるかと思います。おっしゃられるようにですね、

１から５ヘクタールまでの、５ヘクタール未満の所有者が非常に多いと８０％

を超えておるというふうなことでもございます。 

 そういうことで本当にこうひとつ一つとりまとめていくということは、大変

大きな労力を必要とすると思います。これまでの組合のほうもですね、結構大

口のところとの契約をしながら、大口で施業してきておるという傾向が強かっ

たわけなんですが、それはもう早くから小さなとこを集めてきて、そこを施業
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していくという、そういう方向性でないと、ほとんどそういう人が多いわけな

んやで、やっぱりそこら辺をきちんと院外、院内ともいいますけども、大口で

も院内の方もおりますけれども、そういった院内のほうをやはり重視しながら、

やっていかないかんやねえかと。そこでいわゆる地域林業というものがしっか

りと根づいてくる中でですね、町のほうも支援というふうなことも考えられる

というふうなことも、考えてはおったんですけども、なかなかそうはなってこ

なかったというようなことでございますが、今回のその再生プランを機にです

ね、そこら辺はしっかりと転換をしていかねばならない部分であろうかと思い

ます。 

 それから、林道の形態ですね、これ管理手法なんかも変わってくるだろうと

思います。林業専用道なり森林道、そういったような名前になってくる中で、

どこが管理かというふうなことで、またこれは詳しくはこれからしっかりと対

応していかなければならない部分がございますんで、また追々ですね、これは

その対応が出てくるというふうに思っております。なんせこれまでの林道なり

作業道なり、作業路といったような形ではなくなってくるというふうなことで

もございますので、ここら辺の管理手法もきちっと一遍どこがどのように管理

をしていくかというようなことで確立はしてかないかんというようなことで、

これは経営計画なり市町村の森林整備計画というようなところで位置づけをさ

れてくるものと考えているところであります。 

 また人材でございますが、組合を含めた認定林業事業体でですね、やはりそ

の資格等も含めて、資格の取得も含めてですね、高性能林業機械への対応とい

うふうなことで、今後非常に大事になってくるかと思います。下真手のほうで

もそのＨ型の集材というふうなことで提起しながら、今回もそれの高性能機械

というふうなことで、補正を上げさせていただいておりますけども、それに対

応できてですね、やはり新たな施業と言いますか、そういったようなものを確

立していく必要がある、その先駆けになってくることでもございます。そうい

う中で少しでもコストを下げてですね、対応していくという、そのことが非常
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に大事にもなってきます。そういうことで今後しっかりとその辺は、対応して

いかねばならんというふうなことで思っておりますが、研修についてはですね、

県の機関なり、国の機関なりというようなところであるんだろうと思いますが、

しっかりとその研修には参画をさせて対応していかなければあかん。また先進

的なそういう手法をお持ちのところもですね、積極的に導入するとかですね、

勉強するということは非常に大事なことだというふうに思っております。 

 それから、今後の事業体の関わり方なんですが、これまで森林環境創造事業

というふうな形、あるいは保安林の整備等々を主にしながら対応してきたと、

こういうことで町も一定の支援もしながらですね、対応してきたわけなんです

が、森林環境創造事業はそれはそれで県単の事業でもございますんで、これは

続いていく見込みでもございます。ただ６０年生、７０年生の木をですね、す

べて搬出するというふうなことになってくるのかどうか、ちょっとそこら定か

やございませんけども、やはり出していって、そこでそれなりの商売になると、

そういうものが出てこないといかんと。先だって森林組合の総大会があったお

りに、私も来賓の挨拶でちょっと申し上げたんですが、もう国際価格は言わば

杉やったら１万円と思とらなあかんぞよと、そんなんが３万円、５万円とか、

昔のような金額になってくということはもう考えられんことやと、よほど構造

改革があってですね、木を使わなあかんというようなことが、あちらこちらで

出てくるというようなことになれば別かもわかりませんけども、そうでない限

りはもうなかなか難しいんと違うんかというようなことで申し上げました。そ

のためにコストを削減していくというようなことが重要になってくるんではな

いかというようなことで、そのコスト削減に向けてですね、どこまでいったら

商売できるんかというようなことは、まだ定かではないんですけども、そうい

うことをしっかりと追求していくことも大事になってくるんではないかなと、

こう思っているところでございます。 

 今後、町の森林についてもこれまでですね、造林補助事業というようなこと

で、個人の方が小規模なとこでも間伐して届けたら、補助の対象になっとった
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と、今度はなしと、今度はそれはありませんということでもございます。です

ので、経営計画を立てる際には事業体と共同で立てて自分がするとか。あるい

は共同でするとかですね、施業するというふうな形に切り替わっていかないか

んので、そこら辺もですね、これまでやってこられた方々にはですね、しっか

りと知識を付けていただくというふうなこと、そういった支援も含めてですね、

町としてもしっかりと応援をしていかなならんと、こう思っているところでご

ざいます。 

 何にしても、本当に様変わりな状況になってきます。大きくはですね、こう

ずっと見ておってですね、拡大造林、拡大造林ずっとやってきた。その結末と

して今こういうような状況になっとるというようなことで、本当に国やら県の

言うこと聞いとって、えんかいなと思うところも無きにしも非ずなんですが、

そうしなくちゃ金が出てこないというふうなジレンマがありますんで、これは

それなりにやってかないかんということでございます。いうことで、国や県の

言うとることばっか聞いとるんやなしに、それ以外でも何かないかというふう

なことがですね、やっぱり大事やないかなと思うんですね。 

 エムエスピーとか、フォレストファイターズとか、林業に関わってのものが

出てきました。昨日もＮＨＫのテレビでですね、都市の住宅ですね、都市の方

の住宅、田舎でもいいんですけども、地方でもいいんですけども、都市の住宅

に杉や檜の内装材を使ってですね、非常に売り出してきている、岡山県の西粟

倉村のですね、番組がちょっとございました。ちょっと興味を持ったんで、ビ

デオだけとっておいたんですが、若い３０代前後のプランナーなりデザイナー

がはり付いてですね、都市の住宅の床材とかですね、机とか、あるいは本棚と

か、下駄箱とかですね、そういったものをドンドン出しておるんですね。そう

いうことに興味を持っている若者もおりますんで、そこへ入ってきてその粟倉

村にいって、そこでいろいろな仕事をしたいという人と、それから木を使いた

いという人をうまく結びつけてですね、非常にその需要が増えてきておるとい

うようなことが出てきました。 
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 そういうようなことで、ちょっと興味は持っておるんですが、一緒のことせ

えということではないんですけど、それに関わったようなですね、やはり地域

に根ざしたようなものを考えついていかにゃいかんのかなというふうに思って

おります。今後もそのいろいろなところで、農業も含めてですね、林業でいろ

いろな生産して、これはええんや、これはええんやちゅうだけで、売るだけは

消費者の認識を得られない部分がございますんですが、やはりそこら辺を大学

の皆さんと一緒になって考えていく中でですね、どのようにしたら売り込める

んかというふうなこともやっぱりしっかり考えてですね、対応していかないか

んなというふうに思っております。 

 そういうことで、よく濱井さん産官学、産官学ってよく言っておりましたけ

ども、これからそこら辺は非常に重要になってくるんやないかなと、こう思っ

ております。いろいろな知識も導入しながらですね、対応していかねばらなん

なとこう思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 山本勝征議員。 

○３番（山本勝征君） それでその大台町は町長のよく言われるように、森林

林業は基幹産業であるというようなことで、再生プランがいよいよ始まってく

るんですけども、先ほど私も言いましたように、私はそれに沿ってやってかな

仕方ないけども、地域の状況を見ておると、頭の固い方もたくさんおるし、こ

こやこの山やというようなことでこだわっている人も一杯いるわけなんです。

その人たちが１ヘクタール未満で１５００人から、大台町だけでもおるわけな

んです。それをですね、ファイターズなり森林組合が５ヘクタールにまとめて

スムーズにいくかというと、私はなかなかいきずらい、行きにくい、容易じゃ

ない、町長もちょっと言いましたように、容易じゃないんじゃないかと、こう

いうふうに考えております。いろいろなことが再生プランの中で、町の森林あ

るいは林業ですね、推進していくについて、株木のいろいろな問題が出てくる

と思いますので、ぜひ近隣町村とも連携しながら、県や国へ向いて十分働きか

けていってほしいと、このように思うわけなんです。 
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 私はその、私の持論なんですけども、こういうような大台町のような中山間

地というのは、農業とかそれから林業とか、これが資源やと思うんですよ、言

わば。農業や林業がある程度元気が出てくれば、難しい話ですが、元気が出て

くれば、地域も元気が出てくると思うんですよ、人も元気が出てくると思うん

ですよ。過疎・高齢化しまして、非常に沈滞してはおりますけども、そして地

域の活性化ということで、これからも地域づくりで条例が出てくるようですけ

ども、良いこととは思うんですけども、まずやはり農業や林業をですね、少し

でも活性化して、それに意識を向けて、みんなが農業や林業にちょっと少しで

も取り組んでおるんやというような気持ち、気運が起こってくれば、私は地域

は一人でに活性化するんじゃないかと、こういうふうに思います。 

 過去の状況を見れば明らかなんですから、人が減っていったのも、農業もだ

めになった、林業もだめになったから、人で減ったんであって、これから町長

言うたように、人を増やすのは非常に難しいけれども、この二つの資源を何と

か元気づければですね、地域はひとりでに活力が出てくるんじゃないかと、そ

ういうふうに理想ではありますけども、夢ではありますけども考えております。

そういうような点も含めてですね、再生プランの中にいろいろな問題点、課題

が出てくれば、きちっと大台町は大台町としてですね、近隣、さっき言いまし

たように近隣市町と十分連携をとって、上げていってほしい、要望していって

ほしいと、このように思います。そのことについてですね、最後、町長の決 

意ていうんか、考え方をですね、私は聞いておきたいとこのように思います。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） ありがとうございます。 

 もうご案内のように私も農業、林業というものが、この町の基幹になってお

ると、そういう認識で一生懸命で努めているところでございます。ただこちら

で思うようにならないというような部分がもうございますんで、歯がゆい思い

もする中でいるわけなんですが、そういう農業、林業が元気してきたら、商工

業もそれなりに元気も出てくるという部分がございますんで、今後一生懸命に
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なってそこら辺は努めていく覚悟でもおりますんで、ひとつよろしくお願いし

たいと思いますし、またいろいろな問題点は当然これ出てきます。出てくるん

ですが、私も森林協会の役を仰せつかっておったりですね、その森林開発公団

の役を仰せつかったりしておりますんで、そこら辺でも物が言えるような機会

もありますんで、そんなんでしっかりと地域の声というものを上げていきたい

なというふうに思っているところでございます。 

 そういうことで、この農業、林業というのが本当の基幹であるという認識を、

さらにもってですね、今後しっかり対応してまいりたいというふうに思います

んで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

          （「終わります」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 山本勝征議員の一般質問が終了しました。 

 

 

 

○議長（大西慶治君） しばらく休憩します。 

 再開は２時１０分とします。 

                       （午後 １時５５分休憩） 

                       （午後 ２時１０分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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          （１４番 伊藤勇三郎 議員） 

 

○議長（大西慶治君） 次に、通告順２番 伊藤勇三郎議員の一般質問を行い

ますので、伊藤勇三郎議員は質問席へ移動してください。 

 それでは、通告順２番 伊藤勇三郎議員の発言を許可します。 

 伊藤勇三郎議員。 

○１４番（伊藤勇三郎君） １４番 伊藤です。今回、報徳病院の耐震対策に

ついて町長にお尋ねいたします。国の地震予知が０．０％であったにもかかわ

らず東日本大震災という超巨大地震が本年３月１１日に発生し、東日本に甚大

な被害をもたらし、その後も大きな余震が現在も続いています。海岸部では津

波による被害が大きく報道されていますが、内陸部や山間部においても建物の

倒壊、道路の寸断、がけ崩れはもちろん、ため池の決壊でも７名の方々が亡く

なられています。この東日本大震災からわかるように、被災地において病院と

いうのは被災者の命を救い守るために最も大切な施設であります。東日本大震

災では多くの病院が被災し機能を失ったために多くの命が失われました。 

 東海地方を含めた西日本においても、東海地震、東南海地震、南海地震の連

動による東日本大震災以上の超巨大地震の発生が予測されています。東日本大

震災を教訓に、発生はくいとめることはできませんが、被害を少しでも少なく、

一人でも多くの命を救うことはできます。このため、大台町で唯一の町立病院

である報徳病院の耐震対策が急務であります。 

 震度６強あるいは震度７に対応した建物の耐震工事は当然でありますが、医

療器具や医薬品の保護対策、天井等の落下防止、家具類の固定、転倒防止、非

常用電源の確保あるいは食料品等の確保も必要であります。 

 町長は巨大地震に対しどのような考えであり、報徳病院に対しどのような耐

震対策を行う考えであるか、お聞きいたします。 

 また大台病院は町立ではありませんが、大台病院の耐震対策についても、町

長のお考えをお尋ねいたします。よろしくお願いします。 
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○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） それでは、耐震対策についてお答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、東海地方から四国地方にかけての西日本において、東

海・東南海・南海地震の巨大地震の発生が予測されておりますが、東日本三陸

沖において去る３月１１日マグニチュード９．０、最大震度７と予想していな

い巨大地震が発生し、これに伴い巨大津波も発生し、特に岩手、宮城、福島県

は沿岸部が壊滅し、死者行方不明者が２万３０００人を超える大被害に見舞わ

れました。三重県においても沿岸部での養殖漁業等に被害が起きたところでご

ざいます。福島県では東京電力福島原子力発電所の放射能もれ事故も発生し、

避難指示が出されるなど未曾有の大災害となっております。 

 東海地方で予想されております東海地震、東南海地震、南海地震につきまし

ては、東海・東南海・南海連動型の地震が起きた場合で、最大のものはマグニ

チュード８．７と予測されております。平成１６年９月２９日に当町で発生い

たしました死者行方不明者７人を出した豪雨災害以来、雨量情報、土砂災害情

報、防災行政無線等、災害情報提供体制の整備を進めて、小中学校の校舎・体

育館につきましては耐震工事を順次進めておりまして、本年度の宮川中学校体

育館の天井の耐震工事で全て耐震が完了することになっております。また、東

日本大震災を受け町の防災体制の強化を図るため、本年４月１日より総務課に

課長級の危機管理特命監を新設配置をいたしました。今後想定される震災等の

危機に即応できるよう準備してまいりたいと思っております。 

 さて、議員ご指摘の報徳病院の耐震対策でありますが、報徳病院は地域の災

害時の拠点病院として、無くてはならない重要な拠点施設であり、非常に大き

な役割を担っております。病院建物の耐震診断につきましては、平成２１年２

月に本館棟とスロープ棟の２箇所に分けて実施をいたしました。本館棟につき

ましては、建物の構造耐震指標値は０．６７で、一般の建築物に必要とされる

構造耐震指標０．６を上回っておりますが、不特定多数が利用する病院施設で

あることから用途係数１．２５を乗じますと１階２階とも要求判定値０．７５
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を満たさない結果となります。一般の建物であれば構造耐震指標値は十分でご

ざいますが、不特定多数が利用する病院施設を考慮したときには、もう少し構

造耐震指標値を上げたほうがよいとの結果でございました。スロープ棟の構造

耐震指標値は０．９５で、用途係数１．２５を考慮いたしましても地震の振動

及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いとの総合所見が出され

ております。これを受けまして、耐震補強について検討してまいりましたが、

本館棟１階に１箇所、２階に２箇所の補強壁を設置すれば構造耐震指標値０．

７５を満たす結果が得られ、その工事費についても安価ですむような工法が開

発されてきたということがわかってきたのでございます。今回の東日本大震災

をうけた構造耐震指標値の見直しの有無などを見ながら、耐震補強に取り組み

たいと考えているところでございます。 

 次に、医療機器や医薬品の保護対策、家具類の固定、転倒防止対策でござい

ますが、一部で固定等の対策を講じておりますけども、全館的に再度見直し、

足りないところは補強対策を講じていきたいと思います。また天井の落下防止

対策につきましては、天井面積が体育館、講堂、武道場といったような大きな

面積では対策が必要とされておりますが、天井の面積が小さな建物でございま

すので、特段の対策は必要ないと考えております。非常用電源につきましては、

発電機を設置済であり停電と同時に稼働するよう整備をいたしております。今

回の大震災では被災地の病院も大きな被害に見舞われております。被害時に病

院機能が失われることのないよう最善の対策を講じていきたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 大台厚生病院の耐震化につきましては、平成２１年９月、病院経営の悪化と

建物の老朽化が進み耐震診断の結果、建て替えが必要となったことを理由に厚

生連は新病院の建設にかかる経費全額の負担を大台町と大紀町に求めてまいり

ました。 

 町といたしましては、紀勢地域の医療を確保するため、また予想される東

海・東南海・南海地震に対応するため、厚生連の申し出に対し、厚生連、大紀
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町、大台町の３者で負担することを厚生連に提案したところでございます。 

 その後、大台厚生病院の経営の向上や両町提案の負担割合への理解が厚生連

から得られないまま、現在に至っているところでございます。 

 厚生連の要望する大台町と大紀町で施設整備等にかかる経費全額を負担する

ことについては、両町の財政状況や事業主体が厚生連であること等を考えると

到底承諾できる提案ではございません。 

 しかし、紀勢地域の安全・安心な医療を守るためには、先ほども申し上げま

したとおり厚生連、大紀町、大台町の３者で整備費用を負担することについて

は必要かと考えておりますので、今後も厚生連側にご理解いただけるように努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしまして答弁とさせて

いただきます。 

○議長（大西慶治君） 伊藤勇三郎議員。 

○１４番（伊藤勇三郎君） 町長は就任前の選挙におきまして、地域医療を守

りますと、命を守ることが最優先課題であると考えられていると公約されてお

ります。この一貫の考えで相当多数、耐震、備えをされておると思いますが、

この報徳病院についてですね、耐震工事等で補助が国あるいは県から補助が出

るかどうか。そこらもちょっとお聞きいたしたいと思います。 

 それから、同じく大台病院についても耐震工事をする場合は、国や県から補

助が出るかどうか、出なければ要望していただきたいというふうに考えておる

わけですが、その点よろしくお願いします。 

 それから、病院の肝心なのはお医者さんや看護師さん等々でございますが、

お医者さんにつきましては町外から来られていると思うんですが、町営の個人

ていうか、町営住宅でお医者さんが住んでいる場合、耐震工事がなされておる

か、あるいはなされていなかったら、しなければならないというふうに感じて

おるんですが、地震が来てお医者さんの家が潰れたとなると、医療行為もでき

ませんし、その点もお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 町長。 
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○町長（尾上武義君） この施設を整備したおりに補助ということでございま

すが、まず地域医療再生計画ということで、いま県のほうに上げてございます

が、これは報徳病院あるいは大台病院の連携とか、そういうようなところで計

画を上げてございます。その部分についてはですね、数億円の補助を見込みな

がら連携ができないかというようなことで上げているわけなんですが、本当に

どこまで連携できるのかというようなことは、これは今後の課題でもございま

す。 

 で、報徳病院なり大台病院、個々の耐震対策と、こういうふうになってきま

すと、これは補助金は非常に難しいと、こういうことになってこようかと思い

ます。そういうことで、この大台病院についても三者で厚生連とか大台、大紀

で何とかならんかというふうなことで、いま話を上げているようなことでもご

ざいますが、なかなか話がうまく進んでいないというようなことでもございま

す。またお医者さんに住んでいただいております住宅でございます。これは現

在報徳病院では、３棟あるわけなんですが、１棟はオッケーです。ただ後の２

棟が老朽化をしてきておるというようなことでございますんで、平成２３年度

で建て替えの計画を、１棟分ですが、させていただいておりまして、来年度ま

たもう１棟ですね、整備をしていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 現在３棟あるうち１棟については、そのようにお住まいでございますし、ま

た後の１棟について、後の方については上真手の教職員住宅の一部を借りて住

まわれております。それについては耐震はオッケーでございます。もう一方は

通勤をしていただいておると、こういうような状況でございますので、その部

分については心配はないのですが、当然この医師住宅というのは整備を図って

いかないかんということで考えておりますので、そのものについては当然地震

に耐えられるという形で、設計はしていきますので、その部分は大丈夫かとい

うふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大西慶治君） 伊藤勇三郎議員。 
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○１４番（伊藤勇三郎君） 最後に聞いておきたいわけですが、国の地震予知

が０％であったという東日本の大震災ですが、０％であったにもかかわらず突

如発生したと、東海等の地震においては確率は示されておるわけですが、それ

でもいつ起こっても不思議ではないという状況でありますので、この対策につ

いてはスピード感を持って、財政面のこともあろうかと思いますが、人の住民

の命には代えれないわけですので、スピード感を持って対策をすべきだと思い

ますが、最後に町長にその点をお伺いいたします。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） 本館棟を中心にですね、耐震等を行っていかないかん

ということでございます。先ほども答弁をいたしましたように、そんなに大工

事にならずにできるという手法が出てきたようでございます。もう少し検討す

る余地はあるかと思いますが、そういったようなことも見定めつつ早期に対応

できるところはやっていきたいというふうに思っているところでございます。 

 これまでの耐震工事とこうなりますと、数億かけてですね、診療を休止しな

くてはならないというふうなことでございます。４、５年前だったと思います

が、そういうことがございました、当然業務が非常に落ち込んだというところ

もあったわけなんでございますが、今回の場合はそこまでしなくてもスムーズ

に本館棟の耐震工事ができるんではないかなと、こう思っておりますが、しっ

かりこれ見ながら対応してまいりたいというふうに思いますんで、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。 

        （「議長、終わります」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 伊藤勇三郎議員の一般質問が終了しました。 

 

 

○議長（大西慶治君） しばらく休憩します。 

 再開は２時３５分といたします。 

                       （午後 ２時２６分休憩） 
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                       （午後 ２時３５分再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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          （７番 元坂正人 議員） 

 

○議長（大西慶治君） 次に、通告順３番 元坂正人議員の一般質問を行いま

すので、元坂正人議員は質問席へ移動してください。 

 それでは、通告順３番 元坂正人議員の発言を許可します。 

 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） 通告３番 元坂正人でございます。 

 まず一点目のことについてお伺いをさせていただきます。県のごみ固形燃料

（ＲＤＦ）焼却発電事業と今後のごみ処理の対応について問うものでございま

す。 

 １点目、県のごみ固形燃料（ＲＤＦ）焼却・発電事業の平成３２年度末の廃

止が決定され、今後多気町にある香肌奥伊勢資源化広域連合でのごみ処理に代

わる施設整備が必要という状況でございますが、本年に入りまして、東日本大

震災による福島第１原発の事故、浜岡原発の運転停止など、原子力の供給に関

する状況は大きく変わってきております。 

 また三重県知事選挙による新知事の就任がありましたこと等から、県や構成

市町はごみ固形燃料（ＲＤＦ）焼却・発電事業を見直す動きや声はないのか、

現在の状況を問うものでございます。 

 ２点目に、施設の廃止に伴い、広域による施設整備が必要となります。そこ

で現在関係各町とはどのような調整をしているのか、以上２点につきまして、

三重県の動きや関係町との調整がどこまで進んでいるかをお示しいただき、そ

れらを踏まえて大台町長として今後１０年間にごみの減量化への取り組みや、

施設整備の年次計画について、どのような構想を持っているかを問うものでご

ざいます。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） それでは、県のごみ固形燃料（ＲＤＦ）焼却・発電事

業と今後のごみ処理の対応につきまして、まず１点目のＲＤＦの焼却・発電事
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業の動きについて、お答えをいたします。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の今後のあり方につきましては、本年４月５日に開催

されました三重県ＲＤＦ運営協議会総会で、県が事業主体となって運営するＲ

ＤＦ焼却・発電事業は、平成３２年度末で終了することが確認をされておりま

す。ＲＤＦ焼却・発電事業による売電料は年々減少するごみ量に比例して、減

少を続けております。平成１８年度と比べ、平成２２年度の売電収入は、約１

７００万円の減収となっておりまして、これに伴いＲＤＦ処理委託費が増加を

してきております。 

 こうした中で東日本大震災による福島第１原子力発電所の事故を受けて、太

陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用拡大を図る必要性が高まり、

国においては現在、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法」（全量買取制度）でございますが、この法案を提出しまして、

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入を進めております。 

 しかしながら、この法案は新規施設を対象としておりますことから、既存施

設は対象となりません。むしろこの法案が施行されますと、ＲＤＦ発電施設が

適用を受けていた従来の「電気事業者によるエネルギー等の利用に関する特別

措置法」が廃止されまして、売電収入が約３分の１減収となり、さらに処理委

託料の負担が増えることとなってまいります。 

 このため、今回の全量買取制度法案が太陽光、バイオマスエネルギーなどの

利用拡大を図ることを目的として導入するものでありますことから、紙や生ご

みなどのバイオマスを燃料として利用するＲＤＦ焼却・発電事業などの既存施

設についても、その事業運営に影響が出ないよう十分な支援を行うよう、早い

段階で国に対し運営協議会として要望をしていくこととしております。 

 なお新知事の見解として、ＲＤＦ発電事業に関しましては、今のところ何ら

表明されたものはございませんが、今後とも国の動向とともに注視しながら県

ＲＤＦ運営協議会の構成市町と連携をとりながら状況を判断していきたいと考

えております。 
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 失礼しました。次に２点目の施設の廃止に伴い広域による施設整備の関係各

町との調整がどこまで進んでいるのか。またそれに伴い今後１０年間のごみの

減量や施設整備の年次計画について、どのような構想を持っているのかという

ことでございますが、先の３月議会で堀江議員のご質問にお答えさせていただ

きましたように、３町のごみを松阪市の新焼却施設で処理することについて、

松阪市長は３町の気持ちはよくわかるが、建設に至る経緯や地元合意などを踏

まえ、現状では困難であるとの考え方を示されております。 

 こうしたことから、３３年度からのごみ処理については、３町で連携しなが

ら松阪市への働きかけを継続するとともに、３町での焼却施設や埋立処分場整

備の可能性や手法、さらには民間施設への処理委託などについて検討を進めて

いるところでございます。 

 また仮に多気町、大紀町、大台町の３町で、ごみを焼却処分するとした場合

を想定して、昨年度末より現在稼働中の類似規模の焼却施設を有する岐阜県山

県市、長野県飯山市のごみ焼却施設を視察いたしました。両施設とも小規模な

施設でございますが、順調に稼働しておりまして、仮に３町で焼却施設を建設

するとした場合でも、技術的には可能であり環境保全上も問題がないとの報告

を受けております。 

 ごみ減量化への取り組みにつきましては、広域連合が策定いたしました、家

庭系ごみ処理量は、平成１７年度を１００として平成３７年度には３０％を削

減する目標となっております。また施設整備に関する計画では、仮に多気町、

大紀町、大台町の３町でごみを焼却処分するとした場合、建設場所の選定が一

番の課題となってまいります。建設地の地域の合意が得られた後、土地の造成

工事、実施設計、建設工事で約６年間が必要となります。平成３３年度稼働を

目指すとすれば、少なくとも平成２７年度までには、建設予定地の地元合意を

得ておく必要がありますので、協議を進めなければならないと考えておりまし

て、今後精力的に動いていかねばと考えているところでございます。ご理解い

ただき答弁とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 
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○議長（大西慶治君） 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） いま町長の答弁でございますけども、この施設が平成

１３年にＲＤＦ、ちょうど１０年経過をしたわけでございますが、今後ですね、

平成３２年度末でもって廃止ということが企業庁のほうから示されたというこ

とでございます。これについてですね、１市３町でいま現在行っておりますけ

ども、松阪市がご覧のとおり平成２７年度をもって、焼却を松阪のほうへ向い

てするということで、負担金はそのままさせていただくという回答をもろとる

ということを聞いております。 

 で、この平成２１年度、平成２２年度について、大体ごみが年間ですね、横

ばいで８８００トンと聞いておりますけども、これについてちょうど合併で飯

南、飯高がちょうど松阪市になりました。そして勢和村が多気町になりました。

この中で年間の処理、焼却が松阪市で２１７５トン、それから多気町で１０３

７トン、大台町で２７９６トン、大紀町で２８００トンと、計８８００トンと

いうことになります。これは多気町はなぜこんなに少ないのと、それでまた松

阪市が何でこんなに少ないのということがあるかと思いますけども、これは合

併の飯南、飯高の分と、それから勢和の分の１０３７トンだと思います。この

中で負担金がですね、１市３町で年間の負担金が平成２２年度で約ですけども、

８億５０００万円ぐらいと聞いております。また県の負担金が約９億円という

ことで、１７億５０００万円ぐらいの年間の処理費で賄っておると。またトン

について６１３４円というような金額で、いま焼却をしておりますけども、こ

のあと１０年間の町長のいま答弁ございましたけども、平成２７年度ぐらいま

でには町、土地を確保し、そして３町で大体なった場合でも、約８８００トン

ぐらいかなという計算になります。 

 この中で、どこら辺へ向いて場所的に構想を持っておられるのか。またこう

いうどこら辺とか、具体的なことがわかれば一つ１０年間と言えども、平成の

大合併が平成７年から平成１７年の１０年間というと即きたわけですので、１

０年あるというような感覚ではなく、もうそこまで来とるのやというようなこ
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とで、ちょっと答弁をいただければありがたいなと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） 平成３２年度で、この県のＲＤＦ焼却事業が発電事業

が終了すると、こういうことでございます。元坂議員申し上げられたようにで

すね、あまりゆっくりしておったらあかんぞよと、こういうことでその認識は

しっかりと持っているところでございます。そういうことで先行しつつですね、

３町で岐阜県の山県市なりあるいは長野県の飯山市なりですね、そこら辺を視

察させていただいているところでございます。それは焼却施設と、こういうよ

うなことでございます。 

 そういうことを踏まえてですね、どういう処理方式がいいのかという決定と、

どこへするのかということが非常に大きなことになろうかと思います。従来は

場所の選定については、各町で適地を上げてこいというふうなことで、以前は

旧大内山のほうに最終処分場を設定したんですが、その折りもですね、その折

は焼却処分場なりそういう処理場を持たない町村で、処分場の適地を上げてく

ださいと、こういうことでした。その当時は大内山村と旧の宮川村と、こうい

うことであったんですが、旧宮川村でも候補地と言いますか、そういうような

ものを選定して上げたところでもございますが、結果として大内山のほうに決

定をしたと、こういうようなことでございます。今回も多分そのような手法に

なるのかなと思っておりますが、旧町村でいけば何も設定して、これまでその

処理場等を設置していない町村でいきますと、もう宮川村しか残っていないと、

こういうことになってこようかと思いますが、合併後から考えたら、それはそ

れぞれみんなが持っておりますので、各町で適地を上げてきて、その中から選

定というふうなことになるのかなと、こう思っております。 

 もう一つは現在の丹生にありますその施設をそのまま使用できないのか。こ

れもちょうど平成３２年度までの立地協定というふうなことになっております

ので、一たんそこでリセットする必要がございますけども、そのまま施設を使
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いながら、施設と言いましても全部を変えていかなければなりませんけども、

そこに立地することはできないのか。そういう案としては考えられるところで

ございます。そういうことでどこにするのかというふうなことにつきましては、

明言するような段階ではございませんし、その処理方式についてもですね、民

間もありますんで、そこら辺もかねあわせて考えていかなければならないと、

こういうようなことでございます。今後そこら辺をですね、申し上げましたよ

うに、２７年度にはこの施設整備に取りかかっていけるような形にせな、そう

しますと、２３、２４、２５、２６と、もう３年半ぐらいしか残っていないと、

こういうようなことでございますが、場所の選定をするだけでもかなり時間が

かかってくるだろうというふうに思います。 

 そういうようなことを踏まえながらいきますと、本当に早いところ処理方式

なり場所の決定というようなことを、行っていかなければならんということを

思っておりまして、今後そこら辺も精力的に取り組んでいかねばならない課題

であるというふうに認識をいたしております。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） あと３年か３年半というような、こうして課題という

ことでお聞きしました。この中で松阪市ですね、ちょうど桂瀬というところに

向いて焼却をするということで、地元とも合意をしながら進めるということに

なっておりますので、こちらとして３町で進めるのか、２町でいくのか、多気

町は現在ですね、あそこの多気町のあそこにごみの焼却場所がですね、美化セ

ンターというんがございまして、ないのは大台それから大紀町ということにな

るんですけども、進めていくんだったら３町で進められてですね、伊賀上野の

ほうの方式でいくのか、またこちらへこうして施設なんかつくっていただけれ

ば、また今、若者の働く場所とか、いろいろかのことにも関係してきますので、

ぜひ雇用の場にもなるんやないかというような気もいたしておりますし、一番

大事なごみというと減量化を図りながら、一つ取り組んで進めていただけるも

のか、後３年か３年半やというような事業を行っていくには、そういうところ
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まで来ておるということで、目の前ということでお聞きしたんで、町長にその

ことをこれから３町で進めていかれるのか、早急に進めていただくんやったら

進めるというようなちょっとお言葉を賜ればと思っていますので、よろしくお

願いします。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） はいありがとうございます。 

 ３町か２町なのかということでございますが、多気町のほうも焼却施設を持

っております。これも早晩やりかえねばならないというような事情があるよう

でございまして、今の多気町長の意向としては、やはり３町でいきたいなとい

う意向がございます。したがいまして、まず３町で取り組んでいけるものと考

えているところでございます。またそれに合わせながら、申し上げられました

ようにごみの減量化、これは引き続きしっかりと積極的に対応していかねばな

らないと思っておりますし、また３Ｒと言われますように、リサイクルなりリ

ユースなりリデュースですね、そういったものを当然進めていかねばならんと、

こういうふうに思っているところでございまして、町民の皆さんのさらなるご

協力を賜りたいなと、こう思っているところでございますので、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） それでは、２番手の通告をさせていただいております

ことについて、今、通学路の安全点検と対策について、先般、町民の方から通

学路の安全対策についてご要望をいただきました。 

 具体的には、通学路の集合場所付近にある井戸を、子どもたちが覗き込んだ

りして危ないので対処してほしいというものでございました。これは一例でご

ざいますが、ほかに歩道がなく危険な通学路や池、崖また防犯上においてもい

ろいろと危険な箇所があると考えます。 

 そこで初めに教育長に質問をいたします。 

 １点目、各小学校の通学路の危険箇所の点検をしているかを問います。 
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 ２項目目、定期的に点検している場合は、各学校別の危険箇所や対策内容に

ついて、お答えください。定期的に点検していない場合は、今後どのような体

制で調整し改善していくお考えなのか、今後の見通しについてお答えください。 

 ３点目、今回の例については、井戸の所有者が町内在住の方ではないことや、

安全対策にも費用がかかることもございます。もちろんこのような問題は、学

校、保護者、地域が一体となって対処することが必要でありますが、予算や法

的な措置の必要なものについては、行政の力を借りなければ解決できないと考

えております。 

 そういうことから、こういった地域の問題も学校、保護者、地域、行政が一

緒となって解決していくための組織や手段が必要だと思いますが、町長のお考

えをお聞きいたします。 

○議長（大西慶治君） 教育長。 

○教育長（村田文廣君） それでは失礼いたします。 

 元坂議員の第２問目の第１点目、各小中学校の通学路の危険箇所の点検を行

っているのかについて、お答えいたします。 

 各小学校、中学校の通学路における交通安全上、不審者対策上、あるいは災

害時等の危険箇所点検につきましては、各学校とも年度初めに校区内の一斉点

検を行っております。 

 各学校いろんな形で危険箇所点検を行っておりますが、日進小学校につきま

しては、毎年年度初めにＰＴＡ地区役員及び本部役員で各地域危険箇所を総点

検し、その点検結果をＰＴＡの総委員会に報告しております。 

 また毎月の登下校指導を通じ、各地域の通学路の危険箇所について注意喚起

を行っています。さらに保護者の方やスクール安全ボランティアの方から、危

険箇所等の報告を受けた場合には、速やかに危険箇所を確認し、子どもに指導

したり危険箇所の表示や改善などの対処を行っております。 

 ２点目の定期的に点検している場合は、各学校別の危険箇所や対策内容につ

いてというご質問についてお答えいたします。 
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 まず日進小学校でございますが、危険箇所は４８カ所ございます。その対策

でございますが、「飛び出し注意」「とまれ」の注意看板を設置した場所が３

４カ所、「危ない」の看板を設置した場所が１４カ所でございます。 

 危険箇所対策につきましては、まず危険箇所を周知するために、看板を設置

いたしまして、児童あるいは通学路利用者に注意を促しております。 

 川添小学校の危険箇所は４０カ所ございました。危険箇所対策でございます

が、危険箇所点検結果を児童玄関に掲示し、また一斉下校時に随時全校児童に

注意を行っております。また地区通学団では、児童がお互いに危険箇所を確認

しあうように通学指導をしております。 

 ＰＴＡにおきましても、年一回危険箇所点検を行い、その点検結果に基づき

地区懇談会等で話し合いを行い、必要に応じて注意を促す立て看板を設置して

おります。今後、現在の体制を維持するとともに、新たな危険箇所が判明した

場合、その周知を図るとともに、安全マップの更新を実施したいと考えており

ます。 

 三瀬谷小学校でございますが、ここは通学路だけでなく、三瀬谷地区全体の

危険箇所に「飛び出し注意」「とまれ」「危ない」などの看板を設置しており

ます。今年度は看板を取り替えたり、新たに設置したりするなどを行い、２５

本設置いたしました。なお三瀬谷地区全体では、約２４０カ所に看板を設置し

てございます。 

 宮川小学校の場合でございますか、現在、大きく課題となっている危険箇所

は２箇所ありまして、一つはスクールバスのバス停付近と駐在所からの小学校

までの通学路となっております。 

 スクールバスのバス停付近につきましては、学校が地元区長さんと相談しま

して、町及び県への改善要望書を提出しております。また駐在所前の信号のな

い交差点につきましては、地区の老人会の方々が毎朝交通安全ボランティアを

していただき、安全監視をしていただくとともに、児童の見守りを行っていた

だいております。 
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 次に、中学校でございますが、協和中学校の危険箇所は、まず月一回の交通

指導日に特に危険箇所と思われる場所において、生徒とともに交通指導を行い

登校の様子を見るとともに、通学路の状況を点検しております。なお危険箇所

は３箇所ございまして、間井工務店前歩道付近、保育所横交差点及びタミ美容

室横交差点でございます。 

 次に、新学期最初の通学団会での点検でございますが、各、地区ごとに全員

で危険箇所を確認し、新入生にも周知指導しておりまして、通学団会で上げら

れた各地区の危険箇所を、生徒会担当がまとめて職員で共通理解し、交通安全

指導にあたっております。 

 また随時の点検といたしまして、通学団会で上げられた危険箇所を中心に、

通勤途上や家庭訪問等の機会に、状況を把握するようにし、異常があればすぐ

に報告し生徒への指導を行っております。 

 重点的に点検を行っているのは、「栃原交差点、新田交差点、日進小学校北

の点滅信号の交差点、ＪＡの前を通って県道新田野原線を横断する交差点、千

代・柳原方面の歩道や工事箇所及び丸山地内等の狭い交差点」など１０カ所と

なっております。 

 大台中学校の危険箇所の点検につきましては、各学期末に通学団会議を開き

まして、生徒から危険箇所について聞き取り調査を行い、また地区懇談会にお

いては各地区の危険箇所について聞き取り調査を行っております。 

 大台中学校では、上三瀬から長ケへ向かう途中の百坂が危険箇所として上げ

られております。 

 最後になりますが、宮川中学校の通学路等の危険箇所でございますが、毎年

生徒の地区別会議を開催しておりまして、その会議で危険箇所として、街灯が

なく不安を感じる場所として、始神～神滝の間など５カ所が上げられておりま

して、また歩道が狭くて危険だとか、朝夕の交通量が多い時には危険だと感じ

るなどの理由で、江原橋付近や荻原橋などの５カ所がありました。 

 危険箇所対策といたしましては、県道及び国道に関係する箇所がたくさんあ
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るために建設室を通じまして、定期的に県及び国の関係機関へ改善要望として

お願いをいたしております。また道路沿の樹木が成長して、スクールバスや自

転車通学の邪魔になるため、建設室が対応できる範囲内のものであれば伐採を

していただいております。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） それでは、３点目のその井戸についてでございますが、

現場を教育委員会が見せていただきました。道路より入っておりまして、個人

所有の住宅というところでもございます。通学路の点検を行っても見つけにく

い状況がございます。通学団の集合場所の近くにありまして、子どもたちが興

味を持って覗き込むケースはあるということでございますので、小学校で十分

注意をするよう依頼したところでございますが、本来個人の所有でもございま

して、所有者に善処していただくのが、筋かと存じます。しかしお聞きすると、

すぐに対処できないということでもございますので、とりあえず危なくないよ

うな措置をお願いしたいという要望を区長様からいただいたところであります。

このような事例があった時に、予算や法的な措置の必要なものについては、行

政の力を借りたいというお話でございます。またこのような地域の問題を学校

や保護者、あるいは行政等が一体となって解決していくための組織や手順が必

要ではないかということでございますが、議員もよくご承知のことと存じます

けれども、先程も申し述べましたんですが、まず第一義的には所有者がその責

を果たすことと、次に学校、家庭等の指導を徹底すること。そして地域の問題

として対処することだと存じます。行政としましては、個人資産への関与には

慎重にならざるをえないところでございます。地域からの要望も踏まえながら

適宜対処していきたいと存じます。ご理解をお願いしまして答弁といたします。 

○議長（大西慶治君） 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） まずですね、教育長、２問ほどこうして質問させてい

ただきました中で、こんなにたくさんの危険箇所があるかなというように驚い

ておるということでございます。いろいろと地域の方から聞いたとか何とか、
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いろいろとございまして横断歩道危ないやないか、飛び出しは危ないやないか

ということなど、即、対応してこれまでいただいたり、警察のほうと連携また

公安委員会等にこの間もお願いしたというような経過もございまして、即それ

は取り上げていただいてやっていただいた、それは即動いていただくというこ

とについては、教育長あなたもやはり子どもさん預かる親として、やはりこう

いう危険な箇所とか、危険な声が上がってくれば、即これは地域の区長さんが

言うてこなできやんのやとか、そういう問題じゃないと思う。そこら辺で、即

ですね、学校とそれからやはり校長以下、一生懸命でそれは取り組んで、また

担任それからこのように耳に入って、あぁこれは区長に頼んであるのや、これ

はというような人事じゃないやと、即、動いてもらって、即、課長以下こうい

う子どもの命を守るということは、銭で買えへんのやから、もう即ですね、こ

ういうようなこと動いてください。今回はそのようなことで、個人的な井戸と

いうことで、私も行って写真も撮らしていただきました。それで即その後、教

育委員会として行って写真を撮ってくるわなというようなことで、行ってもら

ったということも聞いております。 

 で、このような対処方法をですね、非常に現場へ行って、なるほどな、いか

にこれが後から命を落としてから危なかったなというようなことじゃなくです

ね、即また今後このようなことが起こりうるかもわからん。子どもは油断とい

うことが一番ですね、我々も油断ということも、できやんと思うんで、一つそ

のようなことで新学期なんか特に目を配っていただいてですね、一つ安全な教

育また人間形成に一つよろしくお願いしたいと思います。ちょっとそのところ

だけお聞かせください。 

○議長（大西慶治君） 教育長。 

○教育長（村田文廣君） 各小学校、中学校から報告を上げていただきまして、

危険箇所を調査しました。小学校とやっぱり中学校では子どものその成長段階

が違いますので、小学校では本当にきめ細かく、それこそ本当に小さな路地か

らすべて看板を立てていただいたりしております。中学校になりますと、小学
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校６年間の基礎がございまして、それぞれ自分で判断できるということもあり

ますので、本当に大きな部分の特に危険箇所として上げてもらってございます。 

 今、議員もおっしゃいましたその井戸について、実際に見せていただきまし

た。通学路を点検しておった場合、恐らく場所的にはもう住んでみえない民家

の横にございますので、道だけ見ておってはこれはわからなかったかなと思い

ます。実際、大きな井戸で１ｍ３０ぐらいの口が開いておりましたので、危険

箇所では間違いないと思うんですけども、なかなか教育委員会といたしまして

もそれだけの措置ができることができませんので、学校それから区長さん等、

地域の方とのいろいろな話によりまして、上げていただくというような形でし

ております。 

 それから、通学路と言いますと、やはり町道なり県道なり国道ということで

ございますので、こちらのほうも学校から区長さん等にも相談しながら上げて

いただきまして、できることは町へ、それから県へあるいは国へということで

要望を出させてもらっております。なかなかその時間のかかるものもございま

すけども、子どもたちのことを先ほど議員おっしゃられましたように、命のこ

とでございますので、特に通学路についてはもう危険箇所については早速すぐ

に対処をいたしておりますが、できればすぐにできるとよろしいんですけども、

またできない部分はこちらからまたお願いもしていきたいと存じます。以上で

ございます。 

○議長（大西慶治君） 元坂正人議員。 

○７番（元坂正人君） 教育長いまし具体的なですな、こげにしたとか、あげ

にしたとか、何もこれ答えになっておらへんやねえかな、何したん。 

 これ井戸そのままでそうします、危ないとこは、あるな、答えになっとる、

なっとらんですやろ。これもう一遍聞かせてください。 

○議長（大西慶治君） 教育長。 

○教育長（村田文廣君） すいません。先ほどお答えさせていただいたんです

けども、個人所有の井戸へ教育委員会がなかなか関わるができませんので、区
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長様のほうから一応こちらのほうへ上げていただいております。総務のほうへ、

そっちのほうでまたいろいろ対応できることを考えてですね、善処していきた

いとは考えておりますけれども、先ほども町長も申しましたとおり、本来は個

人所有のものでございますので、本来はそちらで対処していただくのが妥当か

と思いますけども、緊急のことですぐにできないということですので、その当

たりは学校と区長さんと相談していただきまして、一応総務のほうへ上げても

らってはおります。以上です。 

○議長（大西慶治君） ３遍目で終わりなんです。町長。 

○町長（尾上武義君） ありがとうございます。その件につきましてですね、

負担がどこでするのかということを、ちょっとまだ整理しなくちゃならない部

分がございまして、早速業者さんにですね、それの対応を図るようにというこ

とで、一応連絡は取っているところでもございます。いうことですぐに措置は

できるとは思いますが、お金の出所だけちょっと考えておかないかん、それは

私有地であるとかですね、個人の所有というふうなことがありますんで、その

部分についての整理だけちょっと残っておると、こういうことでございますの

で、その点ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 元坂正人議員の一般質問が終了しました。 

 以上で、本日の一般質問を終了します。 

 

     散会の告示 

 

○議長（大西慶治君） これで本日の日程は全部終了ました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は１４日、火曜日、午前９時より再開します。皆様ご苦労さんでした。 

 

                       （午後３時１２分散会） 


